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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚物を受ける鉢部と、
　該鉢部の底部に形成された排出口と連通し、該連通位置よりも高い位置まで延出した後
、汚水管の位置する下方向に向かう排水路とを有し、
　該排水路の終端を、該排水路と前記汚水管とを連接する部材であって、内部に流路が形
成された部材である連接部材を介して、前記汚水管と接続するとともに、
　前記鉢部および前記排水路内に、該排水路内の底壁の最も高い位置である堰の高さまで
溜水を溜め、
　該溜水が溜められた前記鉢部に、所定の給水源と給水可能に接続されたタンクから洗浄
水を供給することにより、前記鉢部内の汚物を、前記排水路内の前記堰を越える位置まで
搬送し、前記連接部材の流路を通じて前記汚水管に送り込む水洗便器であって、
　前記タンクを、前記給水源からの給水を止めた状態での一洗浄動作により、該タンク内
に貯溜された貯溜水のうちの２．８リットル以上６リットル以下の貯溜水を前記鉢部に供
給するよう構成し、
　前記連接部材が前記排水路と接続された状態において、該連接部材の流路の出口におけ
る中心を、前記便器の背面から前記便器の前方に向かって２００ｍｍ以下の位置に配置す
るとともに、
　該連接部材の流路内において、洗浄水の落下運動を抑制する落下抑制手段を設け、
　前記給水源からの給水可能な状態での一洗浄動作により、前記タンクから前記貯溜水を
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含む洗浄水が前記鉢部に供給されたとき、該供給に伴って前記堰を越えた前記溜水および
前記洗浄水の落下を、前記落下抑制手段が抑制し、
　該落下抑制手段による抑制に基づいて、前記堰付近の排水路内の満水状態を創り出し、
サイホン作用を引き起こし、
　当該水洗便器は、更に、
　前記連接部材の流路の入口に対して流路の断面積を減少させる第一の絞り部と、
　該第一の絞り部における流路に対して流路の断面積を減少させる第二の絞り部とを備え
、
　前記落下抑制手段は、該第一の絞り部および該第二の絞り部により、前記連接部材の流
路内における洗浄水の落下運動を抑制する手段であり、
　前記第一の絞り部は、前記流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて短い長さに亘っ
て減少させるオリフィス絞り部であり、
　前記第二の絞り部は、前記流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて長い長さに亘っ
て減少させるチョーク絞り部である、水洗便器。
【請求項２】
　前記オリフィス絞り部を、前記流路の内壁に、前記流路の中心方向に向かう斜面を形成
することにより構成した請求項１に記載の水洗便器。
【請求項３】
　前記オリフィス絞り部を、前記流路の内壁に、前記流路の中心方向に突出する凸部を形
成することにより構成した請求項１に記載の水洗便器。
【請求項４】
　前記第二の絞り部を、前記第一の絞り部と連続して形成した請求項１ないし請求項３の
いずれか一項に記載の水洗便器。
【請求項５】
　前記第二の絞り部を、前記流路の断面積が、前記連接部材の流路の出口の近傍に至るま
で漸減するように構成した請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の水洗便器。
【請求項６】
　請求項１に記載の水洗便器であって、
　前記連接部材が前記排水路の終端と接続された状態において、該連接部材の流路の中心
を、前記排水路の終端における中心とは偏心した位置に設けるとともに、
　該偏心された後の連接部材の流路に、
　　該流路の断面積を減少させる第一の絞り部と
　　該第一の絞り部における流路に対して流路の断面積を減少させる第二の絞り部とを形
成し、
　前記落下抑制手段は、該排水路の終端と連接部材の流路との偏心、該第一の絞り部およ
び該第二の絞り部により、前記連接部材の流路内における洗浄水の落下運動を抑制する手
段である水洗便器。
【請求項７】
　請求項６に記載の水洗便器であって、
　前記第一の絞り部は、前記流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて短い長さに亘っ
て減少させるオリフィス絞り部であり、
　前記第二の絞り部は、前記流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて長い長さに亘っ
て減少させるチョーク絞り部である
　水洗便器。
【請求項８】
　前記落下抑制手段により洗浄水の落下運動を抑制しつつ、前記連接部材の流路における
汚物の通過を促進する通過促進手段を設けた請求項１に記載の水洗便器。
【請求項９】
　請求項８に記載の水洗便器であって、
　前記落下抑制手段として、
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　　前記連接部材の流路の入口に対して流路の断面積を減少させる第一の絞り部と、
　　該第一の絞り部における流路に対して流路の断面積を減少させる第二の絞り部とを備
え、
　前記通過促進手段を、該第一の絞り部および該第二の絞り部を前記流路の内周壁のうち
の一部の範囲に設けることにより構成した水洗便器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の水洗便器であって、
　前記第一の絞り部は、前記流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて短い長さに亘っ
て減少させるオリフィス絞り部であり、
　前記第二の絞り部は、前記流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて長い長さに亘っ
て減少させるチョーク絞り部である
　水洗便器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水洗便器に関し、詳しくは、汚物を受ける鉢部の底部に形成された排出口と連
通する排水路と、該排水路と汚水管とを連接する連接部材とを有し、前記鉢部に、所定の
給水源と給水可能に接続されたタンクから洗浄水を供給することにより、鉢部内の汚物を
、排水路から連接部材を介して汚水管に送り込む水洗便器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
便器の内部には、鉢部内の汚物や水を排出するための通路として排水路が形成されている
。この排水路は、一般には、鉢部の底部に形成された排出口から便器の背面に向かって、
排出口よりも上方の位置まで延出し、この後、下方に屈曲されて汚水管に向かう形状に形
成される。このような形状とすることで、排水路内の底壁の最も高い位置である堰の高さ
よりも低い位置の鉢部内および排水路内に溜水を溜めることが可能となり、この溜水によ
り汚水管からの臭気の逆流を防止している。
【０００３】
排水路の終端は、一般に、樹脂製の排水ソケットやベンド管等の連接部材を介して汚水管
に接続される。この汚水管は、通常、便器の背面側の壁の裏側に走る立管から横引きされ
て、便器の背面側の壁に近い位置に立ち上げられる。これは、立管から横引きされる汚水
管の長さをできる限り短くした方が、排水勾配を確保しやすくなり、横引きされた汚水管
の途中における汚物の残存をより効果的に防止することができるからである。
【０００４】
特に最近では、汚水管を、便器の背面側の壁から約２００ｍｍという壁に近接した位置に
立ち上げるケースが増えている。このように立ち上げられた汚水管のことを、以下、「ラ
フィン２００ｍｍの汚水管」という。このようなラフィン２００ｍｍの汚水管との接続を
可能とするため、便器の排水路は、下方に屈曲された後、便器の先端方向には向かわず、
ほぼ鉛直下方に延出した形状に形成されていた。
【０００５】
一方、従来の便器では、一回の便器洗浄の際に、約７リットル以上の洗浄水を使用してお
り、更なる節水を図る必要があった。特に、サイホン作用を利用して鉢部内の汚物を排出
する便器の場合には、サイホン作用の発生ないし持続は、排水路を一定期間満水状態に維
持することで実現されるため、この満水状態の維持のために相当量の水が必要であった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一回の便器洗浄において使用される洗浄水の量を少なくすると、便器の排
出口から排水路に導かれる水量が減少するため、排水路が満水状態となりにくくなる。こ
のため、▲１▼サイホン作用が発生しなくなる、▲２▼サイホン作用の発生時期が遅くな
る、▲３▼サイホン作用が十分な期間持続しない等の問題が生じ、便器の洗浄能力に支障
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を来たすおそれがあった。
【０００７】
一方、洗浄水を少量としたことに伴い、下方に屈曲された後の排水路の断面積を減少すれ
ば、堰を越えて落下する水に対する抵抗が増大し、排水路が満水状態となり易くなる。し
かし、排水路内での汚物の閉塞という別の問題を招致するおそれがあり、便器の洗浄能力
を確保することが困難であった。
【０００８】
また、下方に屈曲された後の排水路を再び屈曲させる形状とすれば、上記と同様に、堰を
越えて落下する水に対する抵抗が増大し、排水路が満水状態となり易くなる。しかし、排
水路を二重の屈曲部を有する形状とすれば、便器の製造効率が悪化してしまう。また、二
度に亘って屈曲された排水路の終端を、ラフィン２００ｍｍの汚水管と接続可能な位置に
戻すことは、便器の高さ寸法との関係で困難であり、結果として、ラフィン２００ｍｍの
汚水管との接続ができなくなってしまうという問題もあった。
【０００９】
そこで本発明は、以上の課題を解決し、サイホン作用を利用する便器において、洗浄水の
量を少なくした場合であっても、排水路を複雑な形状とすることなく排水路における満水
状態を創り出し、十分な洗浄能力を確保することを目的として、以下の構成を採った。
【００１０】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の水洗便器は、
汚物を受ける鉢部と、
該鉢部の底部に形成された排出口と連通し、該連通位置よりも高い位置まで延出した後、
汚水管の位置する下方向に向かう排水路とを有し、
該排水路の終端を、該排水路と前記汚水管とを連接する部材であって、内部に流路が形成
された部材である連接部材を介して、前記汚水管と接続するとともに、
前記鉢部および前記排水路内に、該排水路内の底壁の最も高い位置である堰の高さまで溜
水を溜め、
該溜水が溜められた前記鉢部に、所定の給水源と給水可能に接続されたタンクから洗浄水
を供給することにより、前記鉢部内の汚物を、前記排水路内の前記堰を越える位置まで搬
送し、前記連接部材の流路を通じて前記汚水管に送り込む水洗便器であって、
前記タンクを、前記給水源からの給水を止めた状態での一洗浄動作により、該タンク内に
貯溜された貯溜水のうちの２．８リットル以上６リットル以下の貯溜水を前記鉢部に供給
するよう構成し、
前記連接部材が前記排水路と接続された状態において、該連接部材の流路の出口における
中心を、前記便器の背面から前記便器の前方に向かって２００ｍｍ以下の位置に配置する
とともに、
該連接部材の流路内において、洗浄水の落下運動を抑制する落下抑制手段を設け、
前記給水源からの給水可能な状態での一洗浄動作により、前記タンクから前記貯溜水を含
む洗浄水が前記鉢部に供給されたとき、該供給に伴って前記堰を越えた前記溜水および前
記洗浄水の落下を、前記落下抑制手段が抑制し、
該落下抑制手段による抑制に基づいて、前記堰付近の排水路内の満水状態を創り出し、サ
イホン作用を引き起こすことを要旨とする。
【００１１】
ここで、汚物には、大便や小便等の排泄物のほか、使用後のトイレットペーパーや使用後
の便座シート等の紙類等を含む。
【００１２】
本発明の水洗便器によれば、給水源からの給水を止めた状態での一洗浄動作により、タン
クから２．８リットル以上６リットル以下の貯溜水を供給する。従って、洗浄の際に便器
に供給される水量は、従来のサイホン作用を利用して洗浄を行なう便器よりも少なくなる
。
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【００１３】
一方、連接部材の出口部における流路の中心を、便器の排水路の終端に連接部材が接続さ
れた状態において、便器の背面から便器の前方に向かって２００ｍｍ以下の位置に配置す
るとともに、この連接部材の流路内において洗浄水の落下運動を抑制する落下抑制手段を
設ける。この落下抑制手段が、タンクからの貯溜水を含む洗浄水の供給に伴って堰を越え
た溜水および洗浄水の落下を抑制し、堰付近の排水路内の満水状態を創り出し、サイホン
作用を引き起こす。
【００１４】
このような構成を採ることにより、少量の洗浄水でのサイホン作用の発生を、ラフィン２
００ｍｍの汚水管との接続を確保しつつ、実現することが可能となる。この結果、少量の
洗浄水しか用いなくても、汚物を確実に汚水管に排出し、汚水管内での汚物の残存を防止
することができる。
【００１５】
落下抑制手段として、以下の構成例を考えることができる。第一の構成例は、連接部材の
入口部における流路に対して流路の断面積を減少させる第一の絞り部と、該第一の絞り部
における流路に対して流路の断面積を減少させる第二の絞り部とを設け、この第一の絞り
部および第二の絞り部により、連接部材の流路内において洗浄水の落下運動を抑制する構
成である。
【００１６】
この構成によれば、連接部材の流路を流下する溜水や洗浄水には、第一の絞り部や第二の
絞り部を通過する際に抵抗が付与される。このため、溜水や洗浄水の圧力は降下し、第一
の絞り部から第二の絞り部にかけて溜水や洗浄水が滞留する。この絞り部における滞留に
より、堰を越えた洗浄水の落下が抑制され、排水路は、鉢部から搬送された溜水や洗浄水
で満水とされる。
【００１７】
また、連接部材の流路を流下する溜水や洗浄水の圧力は、第一の絞り部と第二の絞り部と
いう２つの絞り部を通過することにより二段階で降下し、第一の絞り部により形成された
滞留状態は第二の絞り部によって更に強いものとなる。このため、連接部材の流路内にお
いて溜水や洗浄水が滞留しやすくなる。この結果、洗浄開始後の早期にサイホン作用を発
生させることが可能となる。また、発生したサイホン作用を十分な期間に亘って持続する
ことができる。
【００１８】
第一の絞り部を、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて短い長さに亘って減少させ
るオリフィス絞り部とし、第二の絞り部を、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて
長い長さに亘って減少させるチョーク絞り部とすることも望ましい。こうすれば、溜水や
洗浄水の圧力は、オリフィス絞り部により急激に降下するため、溜水や洗浄水が一気に滞
留する。従って、サイホン作用の発生が開始される時期をより早めることができる。また
、第二の絞り部をチョーク絞り部とすることで、流路内の抵抗を抑え、洗浄水や溜水，汚
物の良好な排出性能を確保することができる。
【００１９】
このオリフィス絞り部を、流路の内壁に、流路の中心方向に向かう斜面を形成することに
より構成することも望ましい。こうすれば、連接部材の流路を流下する溜水や洗浄水は、
斜面により流路の中心方向に案内され、流路内における水膜の形成が促進される。従って
、溜水や洗浄水が滞留しやすくなる。
【００２０】
また、オリフィス絞り部を、流路の内壁に、流路の中心方向に突出する凸部を形成するこ
とにより構成することも可能である。こうすれば、連接部材の流路が短い場合であっても
、流路内における滞留状態を創り出すことができる。
【００２１】
第二の絞り部を、第一の絞り部と連続して形成すれば、連接部材の流路の上流から下流に
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亘り、広い範囲で溜水や洗浄水を滞留させることが可能となる。従って、溜水や洗浄水が
滞留する状態をより長い時間確保することができる。例えば、第二の絞り部を、流路の断
面積が、連接部材の出口部に至るまで漸減するように構成してもよい。
【００２２】
落下抑制手段としての第二の構成例は、連接部材が排水路の終端と接続された状態におい
て、該連接部材の出口部における流路の中心を、排水路の終端における中心とは偏心した
位置に設けるとともに、該偏心された後の流路に、流路の断面積を減少させる絞り部を形
成し、この排水路の終端と連接部材の出口部との偏心および絞り部により、連接部材の流
路内における洗浄水の落下運動を抑制する構成である。
【００２３】
この構成によれば、排水路の終端から排出された溜水や洗浄水の進行方向は、連接部材の
出口部までの間において、偏心された方向に変換され、進行方向が変換された溜水や洗浄
水は、連接部材の流路の内壁に当接して跳ね返る。このような跳ね返りが繰り返されるこ
とにより、連接部材の流路に水膜が形成され、この水膜上に溜水や洗浄水が滞留する。こ
の滞留により、堰を越えた洗浄水の落下が抑制され、排水路は、鉢部から搬送された溜水
や洗浄水で満水とされる。
【００２４】
また、上記の偏心された流路を通過した後の溜水や洗浄水は、更に絞り部を通過すること
により圧力が降下するため、この絞り部においても溜水や洗浄水が滞留する。このように
、連接部材の流路の複数の箇所で溜水や洗浄水が滞留するため、連接部材の流路内におい
て溜水や洗浄水が滞留しやすくなる。従って、洗浄開始後の早期にサイホン作用を発生可
能となるとともに、発生したサイホン作用を十分な期間持続することができる。
【００２５】
上記の第二の構成例において、連接部材の流路の内壁に、偏心方向に延出する斜面を形成
することも好適である。こうすれば、連接部材の流路を流下する溜水や洗浄水は、流路の
内壁に設けられた斜面により、該内壁の対壁方向に案内されて、確実に対壁に当接する。
従って、当接後の跳ね返りによる水膜の形成が促進され、この結果、溜水や洗浄水が滞留
しやすくなる。
【００２６】
さらに、延出された斜面の延長線上の位置付近の内壁に、連接部材の流路の中心を通る軸
線方向に突出する凸部を形成してもよい。こうすれば、斜面に案内されて流路の内壁に当
接した溜水や洗浄水のうちの相当量の水を、出口部における流路の中心を通る軸線方向に
跳ね返すことが可能となり、より水膜を形成しやすくなる。
【００２７】
また、上記の第二の構成例において、連接部材の流路に、該流路の中心を通る軸線方向に
突出する突出部を設けることも相当である。こうすれば、連接部材の流路を流下する溜水
や洗浄水が突出部に衝突することにより、流路内に乱流が生じ、溜水や洗浄水が滞留しや
すくなる。
【００２８】
絞り部を、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて長い長さに亘って減少させるチョ
ーク絞り部とすることも、該絞り部での溜水や洗浄水の滞留を確保しつつ、サイホン作用
による引き込みの際に溜水や洗浄水に与えられる抵抗を極力緩和することができる点で望
ましい。
【００２９】
落下抑制手段としての第三の構成例は、連接部材が前記排水路の終端と接続された状態に
おいて、該連接部材の出口部における流路の中心を、排水路の終端における中心とは偏心
した位置に設けるとともに、該偏心された後の流路に対して流路の断面積を減少させる第
一の絞り部と、該第一の絞り部における流路に対して流路の断面積を減少させる第二の絞
り部とを備え、
この排水路の終端と連接部材の出口部との偏心、第一の絞り部および第二の絞り部により
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、連接部材の流路内における洗浄水の落下運動を抑制する構成である。
【００３０】
この構成によれば、排水路の終端から排出された溜水や洗浄水は、連接部材の出口部まで
の間において、その進行方向が、偏心された方向に変換されて、連接部材の流路の内壁に
当接して跳ね返る。このような跳ね返りが繰り返されることにより、連接部材の流路に水
膜が形成され、この水膜上に溜水や洗浄水が滞留する。この滞留により、堰を越えた洗浄
水の落下が抑制され、排水路は、鉢部から搬送された溜水や洗浄水で満水とされる。
【００３１】
また、上記の偏心された流路を通過した後の溜水や洗浄水は、更に第一の絞り部および第
二の絞り部を通過することにより、その圧力が二段階に亘って降下する。このため、連接
部材の流路内において、溜水や洗浄水が滞留し続ける時間がより長くなる。従って、発生
したサイホン作用を、より長期間に亘って持続することができる。
【００３２】
上記の第三の構成例において、第一の絞り部を、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比
べて短い長さに亘って減少させるオリフィス絞り部とし、第二の絞り部を、前記流路の断
面積を、該流路の断面寸法に比べて長い長さに亘って減少させるチョーク絞り部であると
することも望ましい。こうすれば、溜水や洗浄水は、偏心された流路およびオリフィス絞
り部において、急激に滞留する。従って、比較的多量の洗浄水を用いる場合や排水路や連
接部材の流路の断面積を比較的広くした場合であっても、洗浄開始後の早期に溜水や洗浄
水の滞留状態を創り出すことが可能となる。
【００３３】
また、連接部材の出口部における流路の断面積を、２０平方センチメートル以上２７平方
センチメートル以下の値とすれば、連接部材の流路内における溜水や洗浄水の滞留に拘わ
らず、汚物をよりスムーズに汚水管に導くことが可能となる点で好適である。
【００３４】
なお、上記の構成例において、サイホン作用を発生させる時期やサイホン作用の持続時間
は、上記第一の絞り部，第二の絞り部，絞り部を設ける位置、排水路の終端と連接部材の
出口部とが偏心される距離等を変えることにより、所望の時期や時間に設定することが可
能である。
【００３５】
堰を越えた後の排水路を、略鉛直下方向に延出するように形成すれば、堰を越えた後の排
水路を更に屈曲させる必要がなく、便器の製造効率をより高めることができる。
【００３６】
堰を越えた後の排水路を、該排水路の終端に至るまで、略同一の断面積に形成することも
、排水路が複雑な形状とならず、より製造効率を向上することができる点で好適である。
【００３７】
落下抑制手段を連接部材に設けることも望ましい。こうすれば、落下抑制手段を排水路に
設ける場合と比較して、連接部材の形状変更等により流路の形状を自由に設定することが
可能となる。従って、洗浄水の落下運動を抑制する程度を、なお、落下抑制手段は、連接
部材と一体として設けてもよいし、連接部材とは別の部材を連接部材に挿入ないし装着す
るものであってもよい。
【００３８】
上記の落下抑制手段に代えて、連接部材に内接される排水路の終端部分の形状により、連
接部材の流路における洗浄水の落下運動を抑制する抑制手段を設ける構成とすれば、サイ
ホン作用を発生させるために連接部材の形状を変更する必要がなく、連接部材の共通化を
図ることができる。なお、抑制手段は、排水路の終端部分と一体として設けてもよいし、
排水路の終端部分に排水路を形成する部材とは別の部材を排水路の終端部分に挿入ないし
装着するものであってもよい。
【００３９】
上記の落下抑制手段に加え、連接部材の流路における汚物の通過を促進する通過促進手段
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を設けてもよい。この構成によれば、サイホン作用を発生させるために、洗浄水の汚水管
方向への落下が抑制される一方、連接部材の流路における汚物の通過は、サイホン作用の
発生の有無に拘わらず促進される。従って、連通部材の流路をサイホン作用の発生可能な
形状とした場合であっても、連接部材の流路内における汚物の閉塞を確実に防止すること
ができる。
【００４０】
落下抑制手段として、連接部材の入口部における流路に対して流路の断面積を減少させる
第一の絞り部と、該第一の絞り部における流路に対して流路の断面積を減少させる第二の
絞り部とを備えるとともに、該第一の絞り部および該第二の絞り部を、流路の内周壁のう
ちの一部の範囲に設けることにより通過促進手段を構成することも好適である。こうすれ
ば、流路の内周壁のうちの一部の範囲以外の範囲においては、連接部材の入口部における
流路に対して流路の断面積が減少されることはない。このため、連接部材の流路の断面積
は、可能な限り広く確保される。従って、連接部材の入口部からの汚物のスムーズな進入
や進入した汚物の汚水管方向への円滑な移動を、より確保することができる。
【００４１】
第一の絞り部を、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて短い長さに亘って減少させ
るオリフィス絞り部とし、第二の絞り部は、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて
長い長さに亘って減少させるチョーク絞り部としてもよい。第二の絞り部をチョーク絞り
部とすることにより、連接部材の流路の断面積を、流路の長い範囲において広く確保する
ことが可能となり、流路内の汚物の移動をより円滑にすることができる。
【００４２】
一部の範囲以外の内周壁を、入口部から出口部の近傍に至るまでは略鉛直方向に延出し、
該出口部の近傍から該出口部にかけては流路の中心方向に延出する形状に形成することも
好適である。こうすれば、連接部材の流路の断面積を、入口部から出口部の近傍に至るま
で可能な限り広く確保される。従って、汚物を、出口部の近傍までスムーズに導くことが
できる。
【００４３】
出口部の近傍における流路の断面積を、２５平方センチメートル以上３５平方センチメー
トル以下の値とし、出口部における流路の断面積を、２０平方センチメートル以上２７平
方センチメートル以下の値とすれば、汚物をよりスムーズに汚水管に導くことが可能とな
る点で好適である。
【００４４】
【発明の実施の形態】
以上説明した本発明の構成及び作用を一層明らかにするために、以下、本発明の水洗便器
について、その実施の形態を説明する。まず、本発明の第１実施例であるサイホンゼット
式便器１０について説明する。図１は、このサイホンゼット式便器１０の縦断面を示す説
明図であり、図２は、この便器１０の上面を示す説明図である。この図１および図２は、
便器１０の洗浄後に、洗浄タンク３１０および便器１０内における水の流動が停止したと
きの便器１０の様子を表わしている。
【００４５】
サイホンゼット式便器１０は、洗浄に伴い、リム部２１の裏側の水出し孔４４からのみな
らず、排出口２５と対向する位置に形成されたゼット噴出孔２２からも洗浄水を噴出する
。これにより、サイホン作用を早期に引き起こすことを可能としている。以下、便器１０
の各部について、図１および図２を参照しつつ説明する。
【００４６】
図１に示すように、便器１０は、汚物を受けるボール部２０を備える。ボール部２０の周
壁は、便器１０の非洗浄時でも溜水ＲＷと接する覆水面２３と、便器１０の非洗浄時には
溜水ＲＷと接しない乾燥面２４から構成されている。
【００４７】
便器１０には、ボール部２０に水を供給するための機構（以下、供給機構という）と、ボ
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ール部２０内の汚物を排水立ち上げ管９０に向けて排出するための機構（以下、排出機構
という）が設けられている。
【００４８】
まず、供給機構について説明する。便器１０の後方には、洗浄タンク３１０の排水管３４
６を接続するための孔である洗浄水給水孔４０が設けられており、洗浄水給水孔４０から
ボール部２０方向に向かう便器１０の内部には、洗浄タンク３１０からの洗浄水の流路で
ある洗浄水給水路４１が設けられている。
【００４９】
図１に示すように、洗浄水給水路４１の途中の上側の内壁には分岐孔４２が穿設されてい
る。この分岐孔４２よりも下流側の洗浄水給水路４１は、斜め下向きの傾斜で延出した形
状の滞留部４１ａとされている。
【００５０】
滞留部４１ａの側壁にはゼット給水孔４５が設けられており、このゼット給水孔４５は、
排出口２５と対向する位置に形成されたゼット噴出孔２２と、便器内部を湾曲するように
形成されたゼット給水路４６を介して接続されている（図２を参照）。
【００５１】
また、図１および図２に示すように、リム部２１の裏側は、ボール部２０上端の内周に沿
った範囲に亘って、中空部を有する筒形の形状に成形されている。この中空部がリム給水
路４３であり、洗浄水はこの中空部を流通する。
【００５２】
リム給水路４３に流れ込んだ洗浄水は、リム部２１の裏側に設けられた小孔４４ｃ，大孔
４４ａ等の水出し孔４４から吐出される。図２に示すように、リム部２１の裏側には、７
ｍｍ径の大孔４４ａ，４ｍｍ径の中孔４４ｂ，３ｍｍ径の小孔４４ｃ，略長方形の長孔４
４ｄ，ｅという５種類の形状の水出し孔４４が設けられている。
【００５３】
これらの水出し孔４４は、リム部２１の成形の際に、リム給水路４３の底壁に形成される
。勿論、これ以外の手法で水出し孔４４を設けることも可能である。例えば、リム給水路
４３の底壁の全周にスリットを設けるとともに、このリム給水路４３内に、底部に複数の
孔を有する中空状の樹脂成形品を装着する構成としても差し支えない。
【００５４】
次に、供給機構としての洗浄タンク３１０の構成について、図３を参照しつつ説明する。
図３に示すように、洗浄タンク３１０は、手洗鉢３１８が形成された蓋３１７と外装タン
ク３１２を備える。蓋３１７には、手洗鉢３１８に向けて手洗用の水を吐水する手洗用吐
水管３１９が組み付けられている。
【００５５】
外装タンク３１２の底面の排水管接続用穴３６６，２個のボルト取付用穴３６７からは、
それぞれ円筒形状の排水管３４６，２本の密結用ボルト３４２が露出している。この排水
管３４６を、便器１０の後方の洗浄水給水孔４０に嵌め込みながら、便器１０後部のタン
ク密結孔２８に密結用ボルト３４２を差し込み、差し込まれた密結用ボルト３４２をナッ
トで締め付けることにより、便器１０に洗浄タンク３１０が装着される。このように、便
器１０と密接して連結される洗浄タンクを、以下、ロータンク型タンクという。
【００５６】
外装タンク３１２の内部には、洗浄水を貯えるポリプロピレン製の内装タンク３１４が収
納されている。この内装タンク３１４の内部には、後述するボールタップ３２０への水の
供給路である流入管３２８、ボールタップ３２０からの水をタンク下方へ案内する水没管
３３８、万一タンクが満水となった場合に水がタンクの外へあふれることを防止するオー
バーフロー管３４０が設けられている。
【００５７】
図３に示すように、上下方向に設けられた流入管３２８の下端には、給水立ち上げ管から
の水を止水栓を介して供給する給水ホース３２４が接続され、流入管３２８の上端にはボ
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ールタップ３２０の給水口が接続されている。従って、止水栓からの水は、給水ホース３
２４，流入管３２８を通じてボールタップ３２０に供給される。
【００５８】
ボールタップ３２０は、内装タンク３１４内への水の供給を制御する機構であり、この制
御を行なうために、アーム３５０によって浮子３２２と接続された弁を備える。この弁の
開閉は、内装タンク３１４内の水位の変化に伴う浮子３２２の上下により行なわれる。
【００５９】
なお、洗浄タンク３１０は、内装タンク３１４内に６リットルの水が溜まったときの水位
まで浮子３２２が移動したときに、ボールタップ３２０の弁を閉じる構成を採る。即ち、
洗浄タンク３１０内に溜まる水の容量（以下、タンク容量という）は６リットルとなる。
【００６０】
内装タンク３１４の底部には、円筒形状の排水管３４６が内装タンク３１４と一体として
形成されている。図３に示すように、排水管３４６は、内装タンク３１４の底部から下方
に向かって排水管接続用穴３６６越しに突出するとともに（以下、この突出した部分を下
方突出部３４６ａという）、内装タンク３１４の内底から上方に僅かに突出する。
【００６１】
この排水管３４６は、オーバーフロー管３４０と一体として形成されている。図３に示す
ように、オーバーフロー管３４０の下端は、排水管３４６の下方突出部３４６ａの側面に
おいて、排水管３４６に合流している。
【００６２】
ボールタップ３２０の弁を開いたときの水の流路について説明する。図３に示すように、
開弁により弁を通過した水は、吐水管３２１，補給水管３２３，連絡管（図示せず）とい
う３つの管に分かれて流れ込む。吐水管３２１，補給水管３２３，連絡管の先端は、それ
ぞれ、水没管３３８の入口，オーバーフロー管３４０の入口，手洗用吐水管３１９の入口
に接続されている。
【００６３】
従って、吐水管３２１に進入した水は、水没管３３８を通って内装タンク３１４の底部に
供給され、大便用排水弁３４５，小便用排水弁３４４が閉じていることを前提として、内
装タンク３１４内に溜まる。一方、補給水管３２３に進入した水は、オーバーフロー管３
４０，排水管３４６を通り、大便用排水弁３４５の開閉状態に拘わらず、便器１０の洗浄
水給水孔４０に供給される（以下、この水を補給水という）。また、連絡管に進入した水
は、手洗用吐水管３１９内を上昇しながら通過し、手洗用吐水管３１９の吐水口から吐出
される。吐出された水は、手洗鉢３１８に形成された穴３２６を通って内装タンク３１４
内に供給される。
【００６４】
次に、内装タンク３１４内の貯溜水を排出する仕組みについて説明する。図３に示すよう
に、内装タンク３１４の中央下部には、内装タンク３１４の底部に形成された排水管３４
６の入口を覆うように、円筒形状の大便用排水弁３４５が配置されており、この大便用排
水弁３４５の上に被さるように、上面が塞がれた円筒形状の小便用排水弁３４４が配置さ
れている。
【００６５】
この大便用排水弁３４５，小便用排水弁３４４は、それぞれ支持軸３６１，支持軸３６０
によって一定の軌跡で上下動可能に支持されるとともに、スピンドル３３２の片端に形成
されたアーム３３４，アーム３３３と鎖３３５ｂ，鎖３３５ａで繋がれている。スピンド
ル３３２の他端は、内装タンク３１４の側面に固定されたスピンドルガイド３３６を介し
て、ハンドル３３０の軸部と噛合される。これにより、ハンドル３３０の回転動作をスピ
ンドル３３２に伝達可能となる。
【００６６】
ハンドル３３０の側面には、時計廻り方向の矢印表示および反時計廻り方向の矢印表示が
付されており、これらの矢印の先には、それぞれ「大」，「小」という文字が付されてい
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る。この時計廻り方向の矢印表示と「大」という文字は、大便後の便器１０を洗浄する大
洗浄の操作方向を示し、反時計廻り方向の矢印表示と「小」という文字は、小便後の便器
１０を洗浄する小洗浄の操作方向を表わす。
【００６７】
ハンドル３３０が「大」の方向に操作されると、この操作方向に、ハンドル３３０と噛合
されたスピンドル３３２が回転する。この回転により、アーム３３３が鎖３３５ａを介し
て小便用排水弁３４４を引き上げるとともに、アーム３３４が鎖３３５ｂを介して大便用
排水弁３４５を引き上げる。これにより大便用排水弁３４５が開弁し、大便用排水弁３４
５で覆われていた排水管３４６の入口に、内装タンク３１４内の貯溜水が流入する。
【００６８】
なお、大便用排水弁３４５を支持する支持軸３６１は、タンク容量である６リットルの貯
溜水のうちの４リットルの貯溜水が排水管３４６から排出されるまでの間、大便用排水弁
３４５を引き上げた状態，即ち開弁状態に保つように構成されている。従って、大洗浄の
操作がされた場合には、常に、４リットルという一定の量の貯溜水が排水管３４６に流入
する。
【００６９】
即ち、支持軸３６１は、排水管３４６への貯溜水の流入が開始された後、元の位置である
下方に向かって徐々に移動し、４リットル分の貯溜水が排水管３４６から流れ出たときに
元の位置に復帰し、大便用排水弁３４５を閉弁する。この結果、タンク容量である６リッ
トルの貯溜水のうちの２リットルの貯溜水は、排水管３４６から流れ出ることなく、内装
タンク３１４内に残留する。このように、洗浄タンク内の貯溜水のうち、一回のハンドル
操作後に便器に排出されず、洗浄タンク内に残る水を、以下、残留水という。
【００７０】
一方、ハンドル３３０が「小」の方向に操作された場合には、スピンドル３３２の回転に
より、アーム３３３が鎖３３５ａを介して小便用排水弁３４４を引き上げ、小便用排水弁
３４４を開弁する。これにより、小便用排水弁３４４で覆われていた円筒形状の大便用排
水弁３４５の頂部に、内装タンク３１４内の貯溜水が流入する。
【００７１】
なお、小便用排水弁３４４を支持する支持軸３６０は、タンク容量である６リットルの貯
溜水のうちの３リットルの貯溜水が排水管３４６から排出されるまでの間、小便用排水弁
３４４を引き上げた状態，即ち開弁状態に保つように構成されている。従って、小洗浄の
操作がされた場合には、タンク容量である６リットルの貯溜水のうちの３リットル分が、
大便用排水弁３４５の中空部を通じて排水管３４６に流入し、残りの３リットル分の貯溜
水は、残溜水として内装タンク３１４内に残留する。
【００７２】
このように構成された洗浄タンク３１０において、ボールタップ３２０から内装タンク３
１４内への水の供給を、止水栓の閉止等によって禁止し、便器１０に供給される洗浄水を
洗浄タンク３１０内の貯溜水のみとした場合には、「大」の方向へのハンドル３３０操作
により、タンク容量である６リットルの貯溜水から２リットルの残溜水を除いた４リット
ルの量の貯溜水が、排水管３４６を通じて便器１０の洗浄水給水孔４０に排出される。同
様の条件で「小」の方向へのハンドル３３０操作をした場合には、３リットルの量の貯溜
水が便器１０の洗浄水給水孔４０に排出される。このように、洗浄タンク３１０内への給
水がされない状態において、１回の洗浄動作に伴って排水管３４６から排出される内装タ
ンク３１４内の貯溜水の量を、以下「タンク実容量」という。即ち、洗浄タンク３１０は
、大洗浄におけるタンク実容量が４リットル、小洗浄におけるタンク実容量が３リットル
のタンクである。
【００７３】
一方、ボールタップ３２０から内装タンク３１４内への水の供給を許容した状態、即ち、
通常の使用状態においてハンドル３３０を操作した場合には、上述したタンク実容量分の
貯溜水のほか、内装タンク３１４内の水位の低下に伴うボールタップ３２０の開弁により
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補給水管３２３に流れ込む補給水が、オーバーフロー管３４０，排水管３４６を通って、
便器１０の洗浄水給水孔４０に排出される。図３に示す洗浄タンク３１０では、一回の大
洗浄のハンドル３３０操作に伴って約２リットルの補給水が、一回の小洗浄のハンドル３
３０操作に伴って、約１．５リットルの補給水が、それぞれ便器１０に供給される。
【００７４】
従って、給水源との接続を確保した状態においては、１回のハンドル３３０の操作により
、タンク実容量と補給水量を合わせた量（大洗浄の場合に６リットル、小洗浄の場合に４
．５リットル）の水が、洗浄水として、便器１０の洗浄水給水孔４０を通じて洗浄水給水
路４１に供給される。このように、洗浄タンク３１０が止水栓を介して給水源と接続され
、洗浄タンク３１０内への給水がなされる状態において、１回の洗浄動作に伴って便器に
供給される水の量を、以下「洗浄水供給量」という。即ち、便器１０への洗浄水供給量は
、大洗浄の場合には６リットル、小洗浄の場合には４．５リットルとなる。
【００７５】
以上、便器１０の供給機構について説明した。次に、排出機構につき、図１に戻って説明
する。図１に示すように、汚物溜りとしての凹部２６の奥に形成された排出口２５の先に
は、ボール部２０からの水や汚物の流路である排水路３０が形成されている。この排水路
３０は、排出口２５から斜め上方向に延出する接続路３１，接続路３１と連続し、斜め上
方向に延出する上昇路３２、上昇路３２と連続し、下方向に延出する下降路３３から構成
される。
【００７６】
下降路３３は、図１に示すように、上昇路３２の内壁下側の最も高い位置である堰３４を
越えた後、略鉛直下方向の排水立ち上げ管９０に向かって延出している。このため、堰３
４付近の排水路３０は、屈曲した形状とされている。このような形状とされた部分を、以
下、屈曲部３５という。
【００７７】
排水路３０は、この流路形状を石膏型や樹脂型に形取ることにより、陶器である便器１０
と一体に成形されるが、便器１０とは別の部材で流路を形成することも可能である。例え
ば、排水路３０の全部または一部を、樹脂等の他の部材で成形し、排出口２５に接続する
構成としてもよい。また、壁側方向に排水する壁排水仕様の便器１０の場合には、下降路
３３の終端の形状を、排水方向が壁向きとなるように変更し、下降路３３の終端に、排水
立ち上げ管９０方向に向かうベンド管を接続する構成とすればよい。
【００７８】
排水路３０における堰３４の高さにより、ボール部２０内の溜水ＲＷの高さが定まる。図
１および図２に示すように、洗浄動作前の便器１０には、堰３４の高さである通常水位線
ＷＬよりも低い位置にあるボール部２０、接続路３１および上昇路３２の一部、滞留部４
１ａの下部およびゼット給水路４６に、所定量の溜水ＲＷが溜まっている。この溜水ＲＷ
により、排水機構からボール部２０への臭気の逆流や害虫の進入が防止される。
【００７９】
便器１０に溜まっていた溜水ＲＷは、一回の洗浄により、新たな溜水ＲＷに置換される。
第１実施例では、ボール部２０や排水路３０の形状を調整して、便器１０に溜まる溜水Ｒ
Ｗの量を、従来よりも少量の約２．１リットルとし、一回の洗浄により置換される水の量
を従来よりも少なくしている。これにより、洗浄水の少量化を図っている。
【００８０】
このように溜水ＲＷを少量とする一方、ボール部２０には、幅１８５ｍｍ×奥行き２２５
ｍｍという広い面積の溜水面が確保されている。これにより、ボール部２０への汚物の固
着や乾燥面２４からの臭気の発散を有効に防止することができる。
【００８１】
続いて、排水路３０の断面形状について、図４および図５を参照しつつ説明する。図４は
、接続路３１、上昇路３２、下降路３３の横断面形状を示す。図５は、接続路３１、上昇
路３２の縦断面形状を示し、図５（ａ）は、図４のＢ－Ｂ断面、Ｃ－Ｃ断面およびＤ－Ｄ
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断面を示す。
【００８２】
図４および図５（ａ）に示すように、接続路３１の始端３１ａおよび終端３１ｂ、上昇路
３２の始端３２ａおよび中間部３２ｂは、同じ断面を有している。この断面は、下側が半
円形状、上側が長方形状という、非円形かつ上下に非対称の形状とされている。この形状
は、図４に示す中間部３２ｂと終端３２ｃとの間の曲り部においても同じであり、上側の
外曲がり部分が長方形状に、下側の内曲がり部分が半円形状に形成されている。
【００８３】
つまり、接続路３１は、始端３１ａから終端３１ｂまで同一の断面積で形成され、上昇路
３２は、始端３２ａから終端３２ｃの手前に至るまで、接続路３１と同一の断面積で形成
されている。このように、溜水ＲＷが溜まる接続路３１および上昇路３２を同じ形状とし
、溜水ＲＷが溜まる部分の容積を、接続路３１が上昇路３２よりも幅広である従来の形状
の排水路より減少させることで、溜水ＲＷの量の全体量を減らすことを実現している。
【００８４】
一方、上昇路３２の終端３２ｃ付近以降の断面形状は、これ以外の部分における上昇路３
２の断面とは異なる形状で形成されている。この断面形状を図５（ｂ）に示す。図５（ｂ
）に示すように、上昇路３２の終端３２ｃおよび下降路３３の断面は、内径がｘ１という
値の円形とされている。
【００８５】
ここで、図５（ａ）に示した接続路３１の始端３１ａから上昇路３２の終端３２ｃの手前
に至るまでの断面において、下側の半円の中心Ｏ１からの半径ｒ１の値は、上側の長方形
の短辺ｘ２の長さの値とほぼ等しく、さらに、図５（ｂ）に示した上昇路３２の終端３２
ｃおよび下降路３３の断面における下側の半円の中心Ｏ２からの半径ｒ２の値とも等しい
。従って、接続路３１の始端３１ａから上昇路３２の終端３２ｃの手前に至るまでの断面
と上昇路３２の終端３２ｃ付近以降の断面とは、略同一の断面積となる。
【００８６】
次に、排出機構の一部である排水ソケット６０に関し、図１に戻って説明する。図１に示
すように、下降路３３の終端は、樹脂製の排水ソケット６０を介して、トイレ室の床ＹＫ
に設けられた塩化ビニール製の排水立ち上げ管９０に接続されている。この排水立ち上げ
管９０が、特許請求の範囲にいう「汚水管」に相当する。
【００８７】
排水ソケット６０は、ソケット６０内部を上下方向に貫通してなる筒部７０を備える。下
降路３３からの汚物や水は、筒部７０内を流通し、排水立ち上げ管９０に至る。なお、排
水ソケット６０の詳細については、後に詳述する。
【００８８】
次に、排水立ち上げ管９０と便器１０との位置関係について説明する。排水立ち上げ管９
０は、管９０の中心が、トイレ室の壁ＫＢから２００ｍｍの位置に来るように立ち上げら
れている。即ち、図１において、トイレ室の壁ＫＢから排水立ち上げ管９０の中心線Ｙ－
Ｙまでの距離ｙは、２００ｍｍという値となる。
【００８９】
一方、便器１０の下降路３３が排水ソケット６０を介して排水立ち上げ管９０と接続され
た状態において、便器１０の後端から排水立ち上げ管９０の中心線Ｙ－Ｙまでの距離ｖは
１８０ｍｍとされており、便器１０に組み付けられた洗浄タンク３１０の後端から排水立
ち上げ管９０の中心までの距離ｗは１９０ｍｍとされている。
【００９０】
また、排水ソケット６０の出口部７７における流路の中心Ｐ１は、排水立ち上げ管９０の
中心線Ｙ－Ｙ上に位置している。従って、排水ソケット６０の出口部７７における流路の
中心Ｐ１は、排水ソケット６０が下降路３３と接続された状態において、便器１０の後端
から便器１０の先端方向に向かって１８０ｍｍの位置に配置されている。
【００９１】
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このように、便器１０は、トイレ室の壁ＫＢから２００ｍｍの位置を中心として立ち上げ
られた排水立ち上げ管９０（以下、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管９０という）に
接続可能に構成されている。従って、排水立ち上げ管９０を建築側の壁ＫＢに近い位置に
設けることが可能となる。この結果、排水立ち上げ管９０からパイプスペースまでの距離
が短くなり、汚物のスムーズな搬送を確保することができる。
【００９２】
なお、上例では、便器１０を排水立ち上げ管９０に接続したときに、洗浄タンク３１０の
背面とトイレ室の壁ＫＢとの間に１０ｍｍのクリアランスが確保される。このようなクリ
アランスを考慮しない場合には、上記の距離ｖや距離ｗの値をより小さな値とすることが
できる。
【００９３】
以上説明した供給機構および排出機構により、ボール部２０に洗浄水が供給され、ボール
２０部内の汚物や汚水が排出される仕組みについて説明する。なお、「汚水」とは、大便
や小便等の汚物や紙などが混ざることによって汚れた水をいう。
【００９４】
洗浄タンク３１０内の高い水位からの自由落下により洗浄水給水孔４０に供給された洗浄
水は、洗浄水給水路４１の斜め下向きの傾斜に案内されて滞留部４１ａに流入する。この
流入により、滞留部４１ａ内の水位は、ボール部２０内の水位よりも上昇し、この水位の
上昇に伴い、滞留部４１ａの下部およびゼット給水路４６内に溜まっていた溜水（以下、
この溜水のことをゼット溜水という）が、ボール部２０内のゼット噴出孔２２方向に流動
する。この結果、ゼット噴出孔２２からは、ゼット溜水、滞留部４１ａに流入した洗浄水
が、順次に噴出される。
【００９５】
ゼット噴出孔２２からの洗浄水は、排出口２５に向かって噴出される。このため、接続路
３１および上昇路３２内の溜水ＲＷや凹部２６に溜まった汚物は、堰３４の方向に押し上
げられる。この結果、上昇路３２内における水位は通常水位線ＷＬを越えて急激に上昇し
、接続路３１，上昇路３２および屈曲部３５がすぐに満水状態となり、屈曲部３５に充満
した水の先端とボール部２０内の溜水ＲＷの表面との間に水位差が生じる。この水位差に
より、下降路３３内とボール部２０との間に圧力差が生じ、下方向への引き込み力が発生
する。このような作用を、以下、サイホン作用という。このサイホン作用により、ボール
部２０内の汚物が汚れた溜水ＲＷや洗浄水と共に、堰３４の方向に引き込まれる。
【００９６】
このように汚物や溜水ＲＷ等が堰３４の方向に引き込まれる際には、接続路３１の始端３
１ａから上昇路３２の終端３２ｃの手前までの流路の断面積が同じであるため、溜水ＲＷ
は、流路面積の相違によって加速されず、水の圧力損失は、加速される場合と比べて小さ
くなる。また、始端３１ａから終端３１ｂまでは同じ太さなので、管路の太さが漸減して
いる場合のように、管路の途中において洗浄水の流動方向が交差し、洗浄水同士が複雑に
重り合うことがなく、始端３１ａから終端３２ｃまでの間で乱流が発生しにくくなる。従
って、少量の水しか用いなくてもサイホン作用を安定して生じさせることが可能となる。
【００９７】
ゼット噴出孔２２は、洗浄後暫くの間は、ボール部２０に溜まった溜水ＲＷ内に水没した
状態とされ、このゼット噴出孔２２と連通するゼット給水路４６内は、滞留部４１ａに流
入した洗浄水により満水状態が維持される。一方、洗浄水給水路４１には、自由落下によ
り付勢された多量の貯溜水が、洗浄タンク３１０から一気に供給される。このため、単位
時間当たりの滞留部４１ａへの洗浄水の流入量が、単位時間当たりのゼット噴出孔２２か
らの噴出量よりも多くなる。この結果、洗浄タンク３１０から供給された洗浄水は滞留部
４１ａに溜まっていき、滞留部４１ａないし洗浄水給水路４１内の水位が上昇する。
【００９８】
この水位は、やがて分岐孔４２を越える高さにまで上昇し、この水位の上昇により、便器
１０の前側方向に付勢された洗浄水が分岐孔４２に流入する。分岐孔４２に流入した洗浄
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水は、左右のリム給水路４３に供給され、水出し孔４４の開孔径や洗浄水の付勢力に対応
して分配されて、各孔４４ａ～ｅから吐出される。
【００９９】
このとき、分岐孔４２に近い位置である右側後方のリム部２１の裏側に形成された長孔４
４ｄからは、付勢力の大きな水が、便器の前方のやや左側の乾燥面２４に向けて多量に吐
出される。また、便器１０前方のやや右側の位置に形成された長孔４４ｅからは、リム給
水路４３を右回りに流れてきた洗浄水が、便器１０左後方の乾燥面２４に向けて多量に吐
出される。この長孔４４ｄ，４４ｅから吐出された洗浄水が主流となって、水出し孔４４
から吐出される洗浄水に時計廻り方向への旋回力が付与される。
【０１００】
なお、上記は、水出し孔４４から吐出される洗浄水に旋回成分を与える手法の一例であり
、勿論、他の手法を用いてもよい。例えば、旋回方向への角度をつけながら水出し孔４４
を形成してもよいし、リム給水路４３の流路を片側廻りにしてもよい。
【０１０１】
また、水出し孔４４からの吐出量とゼット噴出孔２２からの噴出量との配分は、分岐孔４
２やゼット噴出孔２２の形状等を変えることにより、任意に設定することが可能である。
【０１０２】
このように旋回力が付与された洗浄水は、便器１０の乾燥面２４の表面に沿って流下し、
ボール部２０内の溜水ＲＷに合流する。この合流により、洗浄水の旋回力は、ボール部２
０内の溜水ＲＷに伝達される。これにより、ボール部２０内の水に右回りの旋回流が生じ
る。この結果、ボール部２０内の汚物は、旋回流の渦に巻き込まれて凹部２６に集められ
、排出口２５に向かう。
【０１０３】
水出し孔４４からの吐出により増量されたボール部２０内の溜水ＲＷは、既に発生してい
るサイホン作用により、排水路３０の方向に引き込まれる。従って、ボール部２０内の水
位は、水出し孔４４からの洗浄水の吐出の前と比べて、さほど上昇しない。一方、ゼット
噴出孔２２からは、水出し孔４４から洗浄水が吐出されている間も、継続して洗浄水が噴
出されることに加え、この噴出により堰３４から溢れ出て下降路３３を流下した水は、後
述する排水ソケット６０による滞留作用により、排水立ち上げ管９０方向への落下が抑止
される。従って、接続路３１，上昇路３２および屈曲部３５は、サイホン作用の発生後も
満水状態に維持される。
【０１０４】
このように、水出し孔４４からの洗浄水の吐出後においても、屈曲部とボール部２０との
間の水位差は維持される。この結果、サイホン作用が継続して発生し、この継続的な発生
により、ボール部２０内の汚水および汚物を、確実に堰３４を越える位置まで引き込むこ
とができる。
【０１０５】
汚水および汚物は、サイホン作用により、強い力で下降路３３に引き込まれ、排水ソケッ
ト６０内に進入する。この際、汚物は、後述する排水ソケット６０の通過促進構造により
、スムーズに排水ソケット６０内に進入して排水ソケット６０内を通過し、排水立ち上げ
管９０に進入する。
【０１０６】
洗浄開始前に溜まっていた溜水ＲＷが堰３４を越える位置に引き込まれた後、サイホン作
用の持続が終了すると、ボール部２０内および排水路３０内には、洗浄開始前に溜まって
いた溜水ＲＷに替わり、水出し孔４４およびゼット噴出孔２２から供給された洗浄水の一
部が、新たな溜水ＲＷとして便器１０に溜まる。
【０１０７】
洗浄タンク３１０から洗浄水供給量分の洗浄水の供給が終了すると、満水状態であった洗
浄水給水路４１および滞留部４１ａの水位が徐々に低下し、水出し孔４４からの洗浄水の
吐出，ゼット噴出孔２２からの洗浄水の噴出が、順次に停止する。この後、溜水ＲＷの水
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位は、ボール部２０，滞留部４１ａおよび上昇路３２において均一となり、洗浄開始前と
同様に、堰３４の水平高さの位置に収まる。これにより、一洗浄動作における便器１０の
洗浄が完了する。
【０１０８】
次に、前述した排水ソケット６０の特徴的な構成につき、図６から図１４を参照しつつ説
明する。図６は排水ソケット６０の上面を、図７は排水ソケット６０の底面を、それぞれ
示す。図８，図９は、それぞれ、図６における排水ソケット６０のＧ－Ｇ断面，Ｈ－Ｈ断
面を示す。なお、説明の便宜上、先に図７，図８を用いて排水立ち上げ管９０への取付け
に関係する構成部について説明し、この説明の後に、図６，図８，図９を用い、上記以外
の構成部について説明する。
【０１０９】
図７および図８に示すように、排水ソケット６０の裏側には、円筒形状の第一排水管接続
部６４および第二排水管接続部６５が設けられている。第二排水管接続部６５の内側には
、中空の筒部７０が形成されている。この筒部７０が汚水や汚物の流路となる。また、図
７に示すように、排水ソケット６０の四隅には、４個のソケット取付穴６９が穿設されて
いる。
【０１１０】
排水ソケット６０の排水立ち上げ管９０への取り付けは、以下の要領で行なう。まず、第
一排水管接続部６４若しくは第二排水管接続部６５の内周壁を排水立ち上げ管９０の外周
壁と接着する。これにより、排水立ち上げ管９０と排水ソケット６０とが接続される。次
に、ソケット取付穴６９にねじを挿入し、床ＹＫに向かって締め付ける、これにより、排
水ソケット６０がトイレ室の床ＹＫに固定される。
【０１１１】
ところで、排水立ち上げ管９０として汎用される塩化ビニール管には、外径が８９ｍｍの
ものと外径が１１４ｍｍのものの２種類があり、さらに、各外径寸法について、厚肉の管
（以下、ＶＰ管という）と薄肉の管（以下、ＶＵ管という）の２種類がある。これに対し
、排水ソケット６０では、第一排水管接続部６４，第二排水管接続部６５の内径を、それ
ぞれ約１１４．５ｍｍ，約８９ｍｍという値としつつ、第一排水管接続部６４と第二排水
管接続部６５との間、第二排水管接続部６５と筒部７０との間に、それぞれ約１０ｍｍ、
約１４ｍｍほどのクリアランスを設ける。従って、このような排水ソケット６０によれば
、トイレ室の床ＹＫに設けられた排水立ち上げ管９０が、外径が８９ｍｍ若しくは１１４
ｍｍのいずれの管であっても、ＶＰ管とＶＵ管の別を問わず、接続することができる。
【０１１２】
図６に示すように、排水ソケット６０の上面の中央部には、下降路３３の終端を受ける便
器支持部６３が設けられ、この便器支持部６３の外周には、便器支持部６３よりも上方に
立設されたジョイント部６２が設けられている。ジョイント部６２の外側には、ナット６
１ａが埋設された便器固定部６１が設けられている。
【０１１３】
便器１０の排水ソケット６０への取り付けは、以下の要領で行なう。まず、ジョイント部
６２に、所定の肉厚を有するゴム製のゴムジョイント８０（図１を参照）を装着し、この
装着の後、下降路３３の終端を便器支持部６３に差し込む。これにより、便器１０の排水
路３０と排水ソケット６０とが、ゴムジョイント８０の弾性力によって水密に接続される
。一方、便器１０の後部には、図示しないボルト貫通孔が形成されており、このボルト貫
通孔は、便器１０の排水路３０と排水ソケット６０とが接続された状態において、ナット
６１ａと同軸上に配置される。このボルト貫通孔にボルトを差し込み、差し込まれたボル
トをナット６１ａに螺着することにより、便器１０が排水ソケットに固定される。
【０１１４】
筒部７０の内壁の形状について説明する。筒部７０の内壁は、図８に示すように、筒部７
０の内周壁の始端である入口部７１、入口部７１から筒部７０の中心に向けて斜め下向き
に延出した斜面形状の第一絞り部７２、第一絞り部７２と連続し、第一絞り部７２の終端
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から筒部７０の中心に次第に近づくように下向きに延出する第二絞り部７３、筒部７０の
内周壁の終端である出口部７７という各部を備える。
【０１１５】
図８において、入口部７１の形状は、内径が７２ｍｍという値の円形とされている。これ
に対し、第一絞り部７２の終端（第二絞り部７３の始端）の内径、出口部７７の内径は、
それぞれ、５７ｍｍ、５５ｍｍという値とされている。従って、筒部７０の横断面積は、
第一絞り部７２，第二絞り部７３により、二段階で減少されている。
【０１１６】
一方、図８において、入口部７１から第一絞り部７２の終端までの長さは約１３ｍｍとさ
れている。従って、第一絞り部７２により筒部７０の横断面積が漸減される長さ（約１３
ｍｍ）は、筒部７０の断面寸法である５７ｍｍ～７２ｍｍよりも短い。この第一絞り部７
２のように、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて短い長さに亘って減少させる急
激な絞りを、以下、オリフィス絞りという。
【０１１７】
また、第一絞り部７２の終端（第二絞り部７３の始端）から突出部７５までの長さは約６
０ｍｍとされている。従って、第二絞り部７３により筒部７０の横断面積が漸減される長
さ（約６０ｍｍ）は、筒部７０の断面寸法である５５ｍｍ～５７ｍｍよりも長い。この第
二絞り部７３のように、流路の断面積を、該流路の断面寸法に比べて長い長さに亘って減
少させる緩やかな絞りを、以下、チョーク絞りという。
【０１１８】
図９に示すように、第一絞り部７２は、筒部７０の内周壁の一部の範囲にのみ設けられて
いる。筒部７０の内周壁の第一絞り部７２が設けられない部分は、入口部７１から出口部
７７の近傍に設けられた突出部７５に至るまで略鉛直下向きに延出した非絞り部７４とさ
れている。この非絞り部７４が、特許請求の範囲にいう通過促進手段に相当する。非絞り
部７４は、筒部７０における便器１０の先端方向側の内周壁に設けられている。
【０１１９】
非絞り部７４の延出終端と連続する突出部７５は、非絞り部７４の終端から筒部７０の中
心に向かってほぼ水平方向に８ｍｍほど突出した後、下方の出口部７７に至るまで５ｍｍ
ほど延出した形状とされる。
【０１２０】
図９に示した出口部７７の内径は、図８に示した出口部７７の内径と同じ５５ｍｍという
値とされる。従って、出口部７７の横断面積は、約２４平方センチメートルという値とな
り、汚物を十分に流通可能な流路幅を確保している。
【０１２１】
上記の非絞り部７４および突出部７５が設けられる態様を図１０の斜視図に示す。図１０
に示すように、第一絞り部７２および第二絞り部７３と非絞り部７４との間には、絞りの
有無に起因して壁面７６ａ，７６ｂが形成される。このため、筒部７０内においては、壁
面７６ａ，７６ｂと非絞り部７４および突出部７５で囲まれた部分が、他の部分よりも凹
んだ形状となっている。この凹んだ形状とされた部分が、後述するように、排水ソケット
６０内における汚物の通過を促進する通過促進構造となる。
【０１２２】
このように構成された排水ソケット６０が、便器１０の排水路３０および排水立ち上げ管
９０に接続されたときの様子を図１１に示す。なお、図１１では、壁ＫＢとは反対側の方
向（向かって右側の方向）が便器１０の先端方向を示している。
【０１２３】
図１１に示した排水立ち上げ管９０は、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管９０であり
、トイレ室の壁ＫＢから排水立ち上げ管９０の中心線Ｙ－Ｙまでの距離ｙは、２００ｍｍ
である。なお、図１１では、排水立ち上げ管９０として、外径が８９ｍｍの管、外径が１
１４ｍｍの管の双方を二点鎖線で示している。即ち、外径が１１４ｍｍの管が立ち上げら
れた場合には、この管は、第一排水管接続部６４に内接し、外径が８５ｍｍの管が立ち上
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げられた場合には、この管は、第二排水管接続部６５に内接する。
【０１２４】
図１１に示すように、便器１０の下降路３３の終端が排水ソケット６０の便器支持部６３
にゴムジョイント８０を介して接続された状態において、下降路３３の終端における中心
ｒ１は、筒部７０の出口部７７における中心ｐ１と水平位置がほぼ一致しており、中心ｒ
１および中心ｐ１は、ほぼ、排水立ち上げ管９０の中心線Ｙ－Ｙ上に位置する。
【０１２５】
このような接続状態において便器１０の洗浄を行なった際に、ボール部２０からの洗浄水
や汚物が排水ソケット６０内を流れるときの様子を、図１２ないし図１４を参照しつつ、
以下に説明する。まず、排水ソケット６０内を洗浄水が流れる様子につき、図１２および
図１３を参照しつつ説明する。図１２は、洗浄水が第一絞り部７２を通過したときの筒部
７０内の様子を示す説明図である。図１２に示すように、堰３４を越えて下降路３３を流
れ落ちた洗浄水は、下降路３３の終端から排水ソケット６０の筒部７０内に進入する。こ
の洗浄水の流れを、図１２に矢印Ｋ１で示す。
【０１２６】
筒部７０内に進入した洗浄水には、第一絞り部７２のオリフィス絞り構造によって大きな
抵抗が付与される。このため、洗浄水の圧力は、第一絞り部７２を通過する際に急激に降
下し、筒部７０内において圧力損失が生じる。この結果、筒部７０内において洗浄水が一
気に滞留する。
【０１２７】
また、筒部７０内の入口部７１の内周壁付近に進入した洗浄水は、図１２に矢印Ｋ１で示
すように、第一絞り部７２の斜面形状に沿って筒部７０の中心方向に集められる。従って
、第一絞り部７２を過ぎた地点において水膜が形成され、これにより、筒部７０内におけ
る洗浄水の滞留が促進される。
【０１２８】
このような第一絞り部７２の通過により、洗浄水は、図１２に右下がりの斜線で示すよう
に、筒部７０内の第一絞り部７２の近傍において滞留する。このため、滞留状態が形成さ
れた後に堰３４を越えた洗浄水は、上記の滞留範囲よりも上流側に溜まっていく。
【０１２９】
第一絞り部７２の近傍において滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰３４を越えた洗
浄水の圧力により、第二絞り部７３を流れ落ちようとする。この第二絞り部７３を洗浄水
が流れ落ちるときの筒部７０内の様子を図１３に示す。第二絞り部７３を通過する洗浄水
には、チョーク絞り構造により小さな抵抗が付与される。このため、洗浄水の圧力は更に
僅かに降下し、第二絞り部７３においても洗浄水の滞留作用が働き、第一絞り部７２によ
り形成された洗浄水の滞留状態が維持される。この結果、洗浄水は、図１３に右下がりの
斜線で示すように、筒部７０内の第一絞り部７２から第二絞り部７３にかけての広い範囲
において滞留し、筒部７０内の洗浄水の滞留状態が、より強いものとなる。
【０１３０】
このように、第一絞り部７２と第二絞り部７３とが相俟って、より強い滞留状態を創り出
すことにより、筒部７０内における洗浄水の排水立ち上げ管９０方向への落下が効果的に
抑制される。即ち、筒部７０内の滞留状態が強いため、堰３４を越えて下降路３３を流下
してきた洗浄水は、滞留の始点である第一絞り部７２の近傍よりも上流側にスムーズに溜
まっていく。このため、排水路３０の接続路３１の入口から屈曲部３５までの範囲は洗浄
開始後の早期に満水状態となり、この結果、サイホン作用が発生する。
【０１３１】
サイホン作用の初期発生により、排水路３０内やボール部２０内の溜水ＲＷないし洗浄水
の一部が排水立ち上げ管９０に引き込まれる。初期発生によるサイホン力では引き込みき
れなかった洗浄水は、ゼット噴出孔２２や水出し孔４４からボール部２０への洗浄水の供
給により、堰３４を越えて下降路３３，筒部７０へと送り込まれる。
【０１３２】
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筒部７０に送り込まれた洗浄水は、第一絞り部７２と第二絞り部７３という２つの絞り部
を通過することにより、筒部７０内において再び滞留する。このため、排水路３０の接続
路３１の入口から屈曲部３５までの範囲は、サイホン作用の初期発生後に再び満水状態と
なる。この結果、サイホン作用が持続し、排水路３０内やボール部２０内の溜水ＲＷない
し洗浄水は、継続して排水立ち上げ管９０方向に引き込まれる。
【０１３３】
次に、排水ソケット６０内を汚物が流れる様子につき、図１４を参照しつつ説明する。図
１４に示すように、洗浄水とともに堰３４を越えて下降路３３を流れ落ちた汚物は、下降
路３３の終端から排水ソケット６０の筒部７０内に進入し、排水立ち上げ管９０方向に落
下する。
【０１３４】
前述したように、筒部７０の便器１０の先端側の内周壁は、第一絞り部７２が設けられず
、非絞り部７４とされている。このため、汚物は、入口部７１からスムーズに進入し、第
一絞り部７２の斜面による案内によって筒部７０の中心付近に密集することなく、出口部
７７近傍の突出部７５までスムーズに落下する。このように汚物ＯＢが落下する様子を、
図１４に矢印Ｋ２で示す。図１４に示すように、便器１０の先端方向寄りの下降路３３を
落下してきた汚物ＯＢは、第一絞り部７２の斜面に案内されることなく、筒部７０内をそ
のまま真っ直ぐに通過し、排水立ち上げ管９０に進入する。
【０１３５】
前述したように、筒部７０の便器１０の先端側の内周壁は、第一絞り部７２が設けられず
、非絞り部７４とされている。このため、第一絞り部７２の斜面による案内に基づいて、
筒部７０の中心付近に全ての汚物が密集してしまうということがない。従って、汚物は、
入口部７１からスムーズに進入し、出口部７７近傍の突出部７５までスムーズに落下する
。このように汚物ＯＢが落下する様子を、図１４に矢印Ｋ２で示す。図１４に示すように
、便器１０の先端方向寄りの下降路３３を落下してきた汚物ＯＢは、第一絞り部７２の斜
面に案内されることなく、筒部７０内をそのまま真っ直ぐに通過し、排水立ち上げ管９０
に進入する。
【０１３６】
以上説明した第１実施例の便器１０によれば、接続される排水ソケット６０の筒部７０に
第一絞り部７２と第二絞り部７３という２つの絞り部を設けることにより、筒部７０内に
おいて洗浄水の滞留状態を創り出し、筒部７０内における洗浄水の落下を抑制する。従っ
て、接続路３１の入口から屈曲部３５までの排水路３０は、洗浄開始後の早期に満水状態
とされる。この結果、密結される洗浄タンク３１０のタンク実容量が少ない場合（大洗浄
の場合に４リットル、小洗浄の場合に３リットル）であっても、洗浄開始後の早期にサイ
ホン作用を発生させることが可能となる。
【０１３７】
また、２つの絞り部を設けて筒部７０内における洗浄水の落下を抑制することにより、筒
部７０内において洗浄水が滞留しやすくなる。従って、サイホン作用が発生し、排水路３
０に充満した水が排水立ち上げ管９０に引き込まれた後においても、再び排水路３０の満
水状態を作り出すことができる。従って、密結される洗浄タンク３１０のタンク実容量が
少ない場合（大洗浄の場合に４リットル、小洗浄の場合に３リットル）であっても、一旦
サイホン作用が発生した後に、サイホン作用が持続しないという現象（以下、サイホン切
れ現象という）の発生を有効に防止し、洗浄開始後の長期間に亘って確実にサイホン作用
を持続することが可能となる。
【０１３８】
また、第１実施例の便器１０によれば、接続される排水ソケット６０の筒部７０において
、チョーク絞り部である第二絞り部７３を、オリフィス絞りである第一絞り部７２と連続
して形成する。従って、筒部７０内の第一絞り部７２から第二絞り部７３にかけての広い
範囲に亘って洗浄水を滞留させることが可能となり、洗浄水の滞留状態をより長い時間確
保することができる。
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【０１３９】
さらに、第１実施例の便器１０によれば、接続される排水ソケット６０の筒部７０の内周
壁の一部に第一絞り部７２を設けず、非絞り部７４とすることにより、筒部７０内の汚物
の通過を促進する。従って、筒部７０に、第一絞り部７２や第二絞り部７３のような洗浄
水の滞留状態を創り出すための構造を設けた場合であっても、筒部７０内における汚物の
閉塞を確実に防止することができる。例えば、入口部７１への進入の際や落下途中におい
て、汚物が筒部７０の内壁に衝突したり、この衝突に伴う落下方向の変換に起因して汚物
同士が衝突したりすること等は、極力回避される。従って、落下する汚物に大きな抵抗が
与えられることがなく、この結果、汚物の排出性能を向上することができる。
【０１４０】
なお、前述したように、筒部７０の第二絞り部７３は、チョーク絞りとされている。この
ため、第二絞り部７３の通過の際における洗浄水の圧力損失は、第一絞り部７２の通過の
際と比較して小さくなる。従って、サイホン作用による引き込み力が、第二絞り部７３の
通過によって大きく減殺されてしまうことがない。このように、第１実施例の便器１０に
よれば、サイホン作用の早期発生および持続を、洗浄水や溜水ＲＷ，汚物の排出性能を損
なうことなく実現することが可能となる。
【０１４１】
以上、排水ソケット６０と接続される便器１０について説明したが、この便器１０に他の
形態の排水ソケットを接続する構成とすることも可能である。この排水ソケットの変形例
を、図１５ないし図１８に示す。図１５は、排水ソケット７６０の上面を示す。図１６，
図１７は、排水ソケット７６０が、便器１０の排水路３０および排水立ち上げ管９０に接
続されたときの様子を、それぞれＧ－Ｇ断面位置，Ｈ－Ｈ断面位置において示す。図１８
は、排水ソケット７６０の筒部７７０内に、非絞り部７７４および突出部７７５が設けら
れる様子を示す斜視図である。なお、図１７では、壁ＫＢとは反対側の方向（向かって右
側の方向）が便器１０の先端方向を示している。
【０１４２】
図１５ないし図１８に示す排水ソケット７６０は、前述した排水ソケット６０とほぼ共通
の各部を備える。図１５ないし図１８では、この共通の各部につき、符号の下二桁を図６
ないし図１１と同じ数字を用いて表わしている。
【０１４３】
一方、排水ソケット７６０では、図１５ないし図１７に示すように、前述した斜面形状の
第一絞り部７２に替えて、入口部７７１から略鉛直下向きに延出した後、筒部７０の中心
に向かってほぼ水平方向に延出する段部７７２をオリフィス絞りとして設ける。チョーク
絞りとしての第二絞り部７７３は、この段部７７２の終端から筒部７７０の中心に若干近
づくように下向きに延出するように設けられている。従って、筒部７７０の横断面積は、
段部７７２，第二絞り部７７３により、二段階で減少されている。
【０１４４】
図１７に示すように、段部７７２は、筒部７７０の内周壁の一部の範囲にのみ設けられて
いる。筒部７７０の内周壁の段部７７２が設けられない部分は、入口部７７１から出口部
７７７の近傍に設けられた突出部７７５に至るまで略鉛直下向きに延出した非絞り部７７
４とされている。この非絞り部７７４が、特許請求の範囲にいう通過促進手段に相当する
。
【０１４５】
非絞り部７７４および突出部７７５が設けられる態様を図１８の斜視図に示す。図１８に
示すように、筒部７７０内においては、段部７７２が形成されない非絞り部７７４が、他
の部分よりも凹んだ形状となっている。
【０１４６】
このように構成された排水ソケット７６０を便器１０に接続して洗浄を行なったときの洗
浄水の流れについて説明する。下降路３３から筒部７７０内に進入した洗浄水には、段部
７７２によるオリフィス絞り構造によって大きな抵抗が付与される。このため洗浄水の圧
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力は、段部７７２を通過する際に急激に降下し、筒部７７０内において圧力損失が生じる
。この結果、筒部７７０内において、洗浄水が一気に滞留する。
【０１４７】
また、洗浄水の一部が段部７７２に衝突することにより、段部７７２付近に乱流が生じる
。従って、段部７７２を過ぎた地点において水膜が形成され、これにより、筒部７７０内
における洗浄水の滞留が促進される。この結果、洗浄水は、筒部７０内の段部７７２付近
において滞留し、滞留状態が形成された後に堰３４を越えた洗浄水は、段部７７２よりも
上流側に溜まっていく。
【０１４８】
滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰３４を越えた洗浄水の圧力により、第二絞り部
７７３を流れ落ちようとするが、第二絞り部７７３を通過する洗浄水には、チョーク絞り
構造により小さな抵抗が付与される。このため、洗浄水の圧力は更に降下し、第二絞り部
７７３においても洗浄水の滞留作用が働き、段部７７２により形成された洗浄水の滞留状
態が維持される。この結果、洗浄水は、筒部７７０内の段部７７２から第二絞り部７７３
にかけての広い範囲において滞留し、筒部７７０内の洗浄水の滞留状態が、より強いもの
となる。
【０１４９】
このように、段部７７２と第二絞り部７７３とが相俟って、より強い滞留状態を創り出す
ことにより、筒部７７０内における洗浄水の排水立ち上げ管９０方向への落下が効果的に
抑制される。このため、排水路３０の接続路３１の入口から屈曲部３５までの範囲は洗浄
開始後の早期に満水状態となり、この結果、サイホン作用が発生する。
【０１５０】
サイホン作用の初期発生により、溜水ＲＷや洗浄水の一部が排水立ち上げ管９０に引き込
まれた後においても、洗浄水は、段部７７２と第二絞り部７７３という２つの絞り部を通
過することにより、筒部７７０内において再び滞留する。このため、排水路３０の接続路
３１の入口から屈曲部３５までの範囲は、サイホン作用の初期発生後に再び満水状態とな
る。この結果、サイホン作用が継続し、排水路３０やボール部２０の溜水ＲＷや洗浄水は
、継続して排水立ち上げ管９０方向に引き込まれる。
【０１５１】
一方、洗浄水とともに堰３４を越えて下降路３３を流れ落ちた汚物は、下降路３３の終端
から排水ソケット７６０の筒部７７０内に進入し、排水立ち上げ管９０方向に落下する。
【０１５２】
前述したように、筒部７７０の便器１０の先端側の内周壁は、段部７７２が設けられず、
非絞り部７７４とされている。このため、汚物は、入口部７７１からスムーズに進入し、
段部７７２への衝突後の跳ね返りによって筒部７７０の中心付近に密集することなく、出
口部７７７近傍の突出部７７５までスムーズに落下し、排水立ち上げ管９０に進入する。
【０１５３】
このように、排水ソケット７６０が接続された便器１０によっても、２つの絞り構造によ
り、筒部７７０内における洗浄水の滞留状態を創り出し、筒部７７０内における洗浄水の
落下を抑制する。従って、排水ソケット６０を接続した場合と同様に、密結される洗浄タ
ンク３１０のタンク実容量が少ない場合（大洗浄の場合に４リットル、小洗浄の場合に３
リットル）であっても、洗浄開始後の早期にサイホン作用を発生させることが可能となる
とともに、サイホン切れ現象の発生を有効に防止し、洗浄開始後の長期間に亘って確実に
サイホン作用を持続することが可能となる。
【０１５４】
また、筒部７７０内にオリフィス絞りおよびチョーク絞りの双方を設けるためには、筒部
７７０にある程度の長さが必要となる。この点、オリフィス絞りを上記段部７７２により
構成すれば、筒部７７０の長さが短い場合（洗浄水の流路長が短い場合）であっても、オ
リフィス絞りおよびチョーク絞りの双方を設けやすくなる。
【０１５５】
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以上、筒部７０，７７０内にオリフィス絞りおよびチョーク絞りの双方が設けられた排水
ソケット６０，７６０を、便器１０に接続する構成について説明した。なお、オリフィス
絞りやチョーク絞りは、上記した第一絞り部７２，段部７７２や第二絞り部７３のような
態様に限らず、流路の断面積を、流路の断面寸法に比べて短い長さに亘って減少させた後
に、この流路の断面積を、流路の断面寸法に比べて長い長さに亘って減少させるものであ
ればよい。
【０１５６】
次に、本発明の第２実施例であるサイホンゼット式便器１１０について説明する。図１９
は、このサイホンゼット式便器１１０の縦断面を示す説明図である。この図１は、便器１
１０の洗浄後に、洗浄タンク３１０および便器１１０内における水の流動が停止したとき
の便器１１０の様子を表わしている。
【０１５７】
図１９に示す便器１１０は、前述した第１実施例の便器１０とほぼ共通の各部を備える。
図１９では、この第１実施例と共通の各部につき、符号の下二桁を図１と同じ数字を用い
て表わしている。
【０１５８】
図１９に示すように、便器１１０には洗浄タンク４１０が組み付けられている。この洗浄
タンク４１０は、タンク実容量が大洗浄の場合に４リットル、小洗浄の場合に３リットル
という値をとる。
【０１５９】
便器１１０の下降路１３３の終端は、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管１９０と排水
ソケット１６０を介して接続されている。便器１１０の排水路１３０は、下降路１３３の
終端が第１実施例の便器１０よりも後方に位置するように屈曲されている。この下降路１
３３の内径は、便器１０の下降路３３と略同径とされている。
【０１６０】
一方、便器１１０の下降路１３３は、図１９に示すように、排水ソケット１６０の中心と
は偏心して接続されている。このような偏心構造の詳細を図２０を参照しつつ説明する。
図２０は、便器１１０の下降路１３３および排水立ち上げ管１９０と排水ソケット１６０
との接続位置における断面の様子を示す。なお、図２０では、壁ＫＢとは反対側の方向（
向かって右側の方向）が便器１１０の先端方向を示している。
【０１６１】
図２０に示す排水ソケット１６０は、第１実施例において既述した排水ソケット６０とほ
ぼ共通の各部を備える。図２０では、この共通の各部につき、符号の下二桁を図１１と同
じ数字を用いて表わしている。以下、排水ソケット１６０の構成につき、排水ソケット６
０と異なる点を中心に説明する。
【０１６２】
筒部１７０の内壁は、図２０に示すように、筒部７０の内周壁の始端である入口部１７１
から便器１１０の先端方向に向けて斜め下向きに延出した後、屈曲されて下向きに延出す
る。このため、筒部１７０内の入口部１７１付近の周壁には、便器１１０の先端方向側に
斜面１７５ｂが、便器１１０の後端方向側に斜面１７５ａが、それぞれ形成されている。
【０１６３】
斜面１７５ａは、偏心方向、即ち、下降路１３３の終端における中心線Ｒ－Ｒに対して出
口部１７７の中心ｐ２を通る中心線Ｙ－Ｙの方向に延出されている。
【０１６４】
屈曲された後の内周壁は、筒部１７０の中心に次第に近づくように下向きに延出する絞り
部１７３とされている。この絞り部１７３による絞りは、チョーク絞りである。即ち、絞
り部１７３により、筒部１７０の横断面積は、斜面１７５ａ，１７５ｂの終端から出口部
１７７に至るまで、筒部１７０の断面寸法よりも長い長さに亘って減少されている。
【０１６５】
このように構成された排水ソケット１６０と、下降路１３３，排水立ち上げ管１９０との



(23) JP 4411722 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

位置関係について説明する。図２０に示すように、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管
９０と便器１１０の下降路１３３とが排水ソケット１６０を介して接続された状態におい
て、排水ソケット１６０の筒部１７０の出口部１７７における中心ｐ２は、ほぼ、排水立
ち上げ管１９０の中心線Ｙ－Ｙ上に位置している。
【０１６６】
一方、出口部１７７における中心ｐ２は、下降路１３３の終端における中心ｒ２よりも便
器１１０の前方寄りに位置する。このため、下降路１３３の終端における中心線Ｒ－Ｒは
、排水立ち上げ管１９０の中心線Ｙ－Ｙよりも距離ｌ２分だけ後方に位置している。この
ように、下降路１３３の終端と筒部１７０の出口部１７７は、筒部１７０内の屈曲構造に
より偏心されている。
【０１６７】
なお、図２０における出口部１７７の内径は、第１実施例の場合と同じ５５ｍｍという値
であり、汚物を十分に流通可能な流路幅が確保されている。
【０１６８】
図２０に点線で示すように、筒部１７０の便器１１０の後端側の内壁の一部には、斜面１
７５ａから該斜面１７５ａと連続する絞り部１７３にかけて、凹所１７８が形成されてい
る。この凹所１７８が、特許請求の範囲にいう通過促進手段に相当する。
【０１６９】
凹所１７８が形成された斜面１７５ａおよび絞り部１７３の様子を図２１の斜視図に示す
。この図２１は、筒部１７０の内側から斜面１７５ａおよび絞り部１７３を見たときの様
子を表わしている。図２１に示すように、斜面１７５ａおよび絞り部１７３の中央には、
周辺よりも窪んだ形状の凹所１７８が、斜面１７５ａから絞り部１７３にかけて連続して
形成されている。
【０１７０】
図２０に示す点線の軌跡ＢＢは、凹所１７８の窪む深さを示している。例えば、凹所１７
８の深さは、斜面１７５ａの終端の位置、即ち、斜面１７５ａが下降路１３３の終端にお
ける中心線Ｒ－Ｒに最も近づく位置において、最も深くなっている。
【０１７１】
以上のように構成された排水ソケット１６０を便器１１０に接続して洗浄を行なった際に
、ボール部１２０からの洗浄水や汚物が排水ソケット１６０内を流れるときの様子を、図
２２ないし図２４を参照しつつ、以下に説明する。図２２は、洗浄水が進入した直後の筒
部１７０内の様子を示す説明図である。図２２に示すように、堰１３４を越えて下降路１
３３を流れ落ちた洗浄水は、下降路１３３の終端から排水ソケット１６０の筒部１７０内
に進入する。この洗浄水の流れを、図２２に矢印Ｋ３で示す。
【０１７２】
筒部１７０内に進入した洗浄水の一部は、斜面１７５ａに衝突する。この衝突により、筒
部１７０内に進入した洗浄水の進行方向は、筒部１７０内において、略鉛直方向から偏心
された方向（出口部１７７の中心ｐ２を通る中心線Ｙ－Ｙの方向）に変換される。
【０１７３】
このように進行方向が変換された洗浄水は、筒部１７０の対壁に衝突して跳ね返る。この
ような跳ね返りが繰り返されることにより、筒部１７０内に水膜が形成され、この水膜上
に洗浄水が滞留する。
【０１７４】
また、斜面１７５ａに衝突した洗浄水は、図２２に矢印Ｋ３で示すように、斜面１７５ａ
に沿って筒部１７０の対壁方向に案内される。従って、洗浄水は、筒部１７０の対壁にス
ムーズに衝突して跳ね返り、水膜が早期に形成される。これにより、筒部１７０内におけ
る洗浄水の滞留が促進される。
【０１７５】
このような筒部１７０内の偏心構造により、洗浄水は、図２２に右下がりの斜線で示すよ
うに、筒部１７０内の斜面１７５ａ，１７５ｂよりも若干下方の位置に滞留する。このた
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め、滞留状態が形成された後に堰１３４を越えた洗浄水は、上記の滞留範囲よりも上流側
に溜まっていく。
【０１７６】
滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰１３４を越えた洗浄水の圧力により、絞り部１
７３を流れ落ちようとする。この絞り部１７３を洗浄水が流れ落ちるときの筒部１７０内
の様子を図２３に示す。絞り部１７３を通過する洗浄水には、チョーク絞り構造により小
さな抵抗が付与される。このため、洗浄水の圧力が降下して、絞り部１７３においても洗
浄水の滞留作用が働き、筒部１７０内の偏心構造により形成された洗浄水の滞留状態が維
持される。この結果、洗浄水は、図２３に右下がりの斜線で示すように、筒部１７０内の
斜面１７５ａ，１７５ｂよりも若干下方の位置から絞り部１７３の終端にかけての広い範
囲において滞留し、筒部１７０内の洗浄水の滞留状態が、より強いものとなる。
【０１７７】
このように、筒部１７０内の偏心構造と絞り部１７３とが相俟って、より強い滞留状態を
創り出すことにより、筒部１７０内における洗浄水の排水立ち上げ管１９０方向への落下
が効果的に抑制される。即ち、筒部１７０内の滞留状態が強いため、堰１３４を越えて下
降路１３３を流下してきた洗浄水は、滞留の始点である斜面１７５ａ，１７５ｂよりも若
干下方の位置よりも上流側にスムーズに溜まっていく。このため、排水路１３０の接続路
１３１の入口から屈曲部１３５までの範囲は洗浄開始後の早期に満水状態となり、この結
果、サイホン作用が発生する。
【０１７８】
サイホン作用の初期発生により、排水路１３０内やボール部１２０内の溜水ＲＷないし洗
浄水の一部が排水立ち上げ管１９０に引き込まれる。初期発生によるサイホン力では引き
込みきれなかった洗浄水は、ゼット噴出孔１２２や水出し孔１４４からボール部１２０へ
の洗浄水の供給により、堰１３４を越えて下降路１３３，筒部１７０へと送り込まれる。
【０１７９】
筒部１７０に送り込まれた洗浄水は、斜面１７５ａに衝突した後、絞り部１７３を通過す
ることにより、筒部１７０内において再び滞留する。このため、排水路１３０の接続路１
３１の入口から屈曲部１３５までの範囲は、サイホン作用の初期発生後に再び満水状態と
なる。この結果、サイホン作用が継続し、排水路１３０内やボール部１２０内の溜水ＲＷ
ないし洗浄水は、継続して排水立ち上げ管１９０方向に引き込まれる。
【０１８０】
次に、排水ソケット１６０内を汚物が流れる様子につき、図２４を参照しつつ説明する。
図２４に示すように、洗浄水とともに堰１３４を越えて下降路１３３を流れ落ちた汚物は
、下降路１３３の終端から排水ソケット１６０の筒部１７０内に進入し、排水立ち上げ管
１９０方向に落下する。
【０１８１】
前述したように、斜面１７５ａおよび絞り部１７３の中央には、周辺よりも所定の深さに
窪んだ形状の凹所１７８が、斜面１７５ａから絞り部１７３にかけて連続して形成されて
いる。このため、斜面１７５ａの上方から落下してきた汚物は、凹所１７８の窪みに進入
し、出口部１７７の近傍までスムーズに落下する。このように汚物ＯＢが落下する様子を
、図２４に矢印Ｋ４で示す。図２４に示すように、便器１１０の先端方向寄りの下降路１
３３を落下してきた汚物ＯＢは、斜面１７５ａへの衝突により進行方向が大きく変換され
ることなく、そのまま真っ直ぐに、筒部１７０内の斜面１７５ａよりも下方の位置まで進
入する。この進入の後、汚物ＯＢは、凹所１７８に衝突して出口部１７７の方向に向かい
、排水立ち上げ管１９０に進入する。
【０１８２】
以上説明した第２実施例の便器１１０によれば、接続される排水ソケット１６０の筒部１
７０内に、斜面１７５ａ，１７５ｂによる偏心構造と絞り部１７３を設けることにより、
筒部１７０内において洗浄水の滞留状態を創り出し、筒部１７０内における洗浄水の落下
を抑制する。従って、接続路１３１の入口から屈曲部１３５までの排水路１３０は、洗浄
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開始後の早期に満水状態とされる。この結果、密結される洗浄タンク４１０のタンク実容
量が少ない場合（大洗浄の場合に４リットル、小洗浄の場合に３リットル）であっても、
洗浄開始後の早期にサイホン作用を発生させることが可能となる。
【０１８３】
また、偏心構造および絞り部１７３の双方を設けて筒部１７０内における洗浄水の落下を
抑制することにより、筒部１７０内において洗浄水が滞留しやすくなる。従って、サイホ
ン作用が発生し、排水路１３０に充満した水が排水立ち上げ管１９０に引き込まれた後に
おいても、再び排水路１３０の満水状態を作り出すことができる。従って、密結される洗
浄タンク４１０のタンク実容量が少ない場合（大洗浄の場合に４リットル、小洗浄の場合
に３リットル）であっても、サイホン切れ現象の発生を防止し、洗浄開始後の長期間に亘
って確実にサイホン作用を持続することが可能となる。
【０１８４】
さらに、第２実施例の便器１１０によれば、斜面１７５ａから斜面１７５ａと連続する絞
り部１７３にかけて、所定の深さの凹所１７８を形成することにより、筒部１７０内の汚
物の通過を促進する。従って、筒部１７０に、偏心構造や絞り部１７３のような洗浄水の
滞留状態を作り出すための仕組みを設けた場合であっても、筒部１７０内における汚物の
閉塞を確実に防止することができる。例えば、入口部１７１への進入の際に、汚物が斜面
１７５ａに衝突し、汚物の進行方向が大きく変換されてしまうことを防止することができ
る。従って、筒部１７０内の、中心線Ｙ－Ｙよりも便器の先端側（図２４では、中心線Ｙ
－Ｙよりも向かって右側）に汚物が集まり、汚物の排出性能に支障を来たしてしまうこと
がない。
【０１８５】
なお、前述したように、筒部１７０の絞り部１７３は、チョーク絞りとされている。従っ
て、サイホン作用による引き込み力が、絞り部１７３の通過によって大きく減殺されてし
まうことがない。このように、第２実施例の便器１１０によれば、サイホン作用の早期発
生および持続を、洗浄水や溜水ＲＷ，汚物の排出性能を損なうことなく実現することが可
能となる。
【０１８６】
以上、偏心構造とチョーク絞りを設けた排水ソケット１６０に便器１１０を接続する構成
を、第２実施例として説明した。上記の第２実施例では、下降路１３３の終端の中心ｒ２
と出口部１７７の中心ｐ２との偏心を、筒部１７０内を屈曲した形状とすることにより実
現しているが、この下降路１３３の終端の中心ｒ２と出口部１７７の中心ｐ２との偏心を
、下降路１３３と排水ソケット１６０との接続方法によって実現する構成とすることも可
能である。この構成を、以下、第３実施例として説明する。
【０１８７】
図２５は、第３実施例のサイホンゼット式便器の排水路１３０Ａが、排水ソケット８６０
を介して排水立ち上げ管１９０Ａに接続されたときの様子を示す。図２５では、壁ＫＢと
は反対側の方向（向かって右側の方向）が便器の先端方向を示している。
【０１８８】
第３実施例のサイホンゼット式便器は、前述した第１，第２実施例の便器１０，１１０と
ほぼ共通の各部を備え、この便器には、タンク実容量が大洗浄の場合に４リットル、小洗
浄の場合に３リットルという値をとる洗浄タンクが組み付けられる。これらの便器の構成
については、図２５において、図示を省略している。
【０１８９】
一方、図２５に示すように、第３実施例のサイホンゼット式便器では、排水ソケット８６
０と接続される下降路１３３Ａの終端の内径が、排水ソケット８６０の入口部８７１より
も大径に形成されている。
【０１９０】
下降路１３３Ａの終端は、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管１９０Ａと排水ソケット
８６０を介して接続されている。この排水ソケット８６０は、第１実施例において既述し
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た排水ソケット６０とほぼ共通の各部を備える。図２５では、この共通の各部につき、符
号の下二桁を図１１と同じ数字を用いて表わしている。以下、排水ソケット８６０の構成
につき、排水ソケット６０と異なる点を中心に説明する。
【０１９１】
図２５に示すように、排水ソケット８６０では、便器の先端方向側（図２５では、向かっ
て右側）の便器支持部８６３が、便器の後端方向側の便器支持部８６３よりも幅広に形成
されている。このような便器支持部８６３において下降路１３３Ａの終端を接続した場合
には、図２５に示すように、下降路１３３Ａの便器の先端方向側の終端は、入口部８７１
から所定の距離だけ離間して設置される。このため、便器支持部８６３の一部は下降路１
３３Ａの流路内に突出する。この流路内に突出した部分を、以下、突出部８６３ａと呼ぶ
。
【０１９２】
筒部８７０の内壁には、筒部８７０の内周壁の始端である入口部８７１から、筒部８７０
の中心に次第に近づくように下向きに延出する絞り部８７３が設けられている。この絞り
部８７３により、筒部８７０の横断面積は、入口部８７１から出口部８７７に至るまで、
筒部８７０の断面寸法よりも長い長さに亘って次第に減少される。即ち、筒部８７０内に
は、オリフィス絞りは形成されず、絞り部８７３によるチョーク絞りのみが形成される。
【０１９３】
一方、図２５に示すように、筒部８７０の便器の先端方向側の内壁には、絞り部８７３が
設けられず、入口部８７１から出口部８７７の近傍に設けられた突出部８７５に至るまで
略鉛直下向きに延出する非絞り部８７４が設けられている。この非絞り部８７４が、特許
請求の範囲にいう通過促進手段に相当する。
【０１９４】
このように構成された排水ソケット８６０および下降路１３３Ａと排水立ち上げ管１９０
Ａとの位置関係について説明する。図２５に示すように、ラフィン２００ｍｍの排水立ち
上げ管１９０Ａと便器の下降路１３３Ａとが排水ソケット８６０を介して接続された状態
において、排水ソケット８６０の筒部８７０の出口部８７７における中心ｐ３は、ほぼ、
排水立ち上げ管１９０Ａの中心線Ｙ－Ｙ上に位置している。
【０１９５】
一方、出口部８７７における中心ｐ３は、下降路１３３Ａの終端における中心ｒ３よりも
便器の後方寄りに位置する。このため、下降路１３３Ａの終端における中心線Ｒ－Ｒは、
排水立ち上げ管１９０Ａの中心線Ｙ－Ｙよりも距離ｌ３分だけ前方に位置している。この
ように、下降路１３３Ａの終端を、突出部８６３ａが設けられた便器支持部８６３に設置
することにより、下降路１３３Ａの終端と筒部８７０の出口部８７７とが偏心されている
。
【０１９６】
以上のように構成された排水ソケット８６０を便器に接続して洗浄を行なうと、筒部８７
０内に進入しようとする洗浄水の一部は、突出部８６３ａに衝突して跳ね返り、偏心され
た方向（出口部８７７の中心ｐ３を通る中心線Ｙ－Ｙの方向）に向かう。これにより、入
口部８７１付近に水膜が形成され、この水膜上に洗浄水が滞留する。この結果、入口部８
７１において、洗浄水の略鉛直方向への進行が妨げられる。
【０１９７】
滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰を越えた洗浄水の圧力により、絞り部８７３を
流れ落ちようとするが、絞り部８７３を通過する洗浄水には、チョーク絞り構造により小
さな抵抗が付与される。このため、絞り部８７３においても洗浄水の滞留作用が働き、上
記の突出部８６３ａによる偏心構造により形成された洗浄水の滞留状態が維持される。こ
の結果、洗浄水は、入口部８７１から絞り部８７３の中間位置にかけての広い範囲におい
て滞留し、筒部８７０内の洗浄水の滞留状態が、より強いものとなる。
【０１９８】
このように、下降路１３３Ａと入口部８７１との内径を異ならせることにより、下降路１
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３３Ａの終端の中心ｐ３と出口部８７７の中心ｐ３とを偏心させる構成とすれば、筒部８
７０内における洗浄水の滞留状態を、洗浄水の流路である筒部８７０内を複雑な形状とす
ることなく、実現することができる。
【０１９９】
なお、上記の第３実施例において、排水ソケット８６０の便器支持部８６３に、所定の深
さのガイド溝を、下降路１３３Ａの終端の断面と略同一の形状で設ける構成としてもよい
。こうすれば、下降路１３３Ａの終端をガイド溝に嵌合することにより、下降路１３３Ａ
と排水ソケット８６０とが偏心した状態で接続される。従って、下降路１３３Ａと排水ソ
ケット８６０との接続が容易かつ確実となる。
【０２００】
第３実施例では、便器支持部８６３に突出部８６３ａを設けたが、この突出部８６３ａを
、筒部８７０の内壁に設ける構成としてもよい。
【０２０１】
また、この突出部８６３ａに替えて、便器の先端方向側の筒部８７０の内壁に、斜面８６
８を形成する構成とすることもできる。この構成を図２６に示す。
【０２０２】
図２６に示すように、入口部８７１における便器の先端方向側の内壁には、反対側の内壁
である便器の後端方向側の内壁に向かって延出する斜面８６８が形成されている。この斜
面８６８は、下降路１３３Ａの終端における中心線Ｒ－Ｒから排水立ち上げ管１９０Ａの
中心線Ｙ－Ｙに向かう方向、即ち、流路の中心が偏心される方向に延出されている。
【０２０３】
また、筒部８７０の便器の後端方向側の内壁の、斜面８６８が延出する軌跡上の位置には
、出口部８７７における中心ｐ３が位置する中心線Ｙ－Ｙ方向に水平に突出する凸部８７
８が形成されている。
【０２０４】
このように斜面８６８および凸部８７８が形成された排水ソケット８６０を便器に接続し
て洗浄を行なうと、入口部８７１から筒部８７０内に進入した洗浄水は、斜面８６８に案
内されることにより、筒部８７０の反対側の内壁に衝突する。内壁に衝突した洗浄水が跳
ね返ることにより、筒部８７０内に水膜が形成される。従って、この水膜上に洗浄水を滞
留させることができる。
【０２０５】
また、斜面８６８に案内された洗浄水は、筒部８７０の反対側の内壁に設けられた凸部８
７８に衝突する。従って、内壁に衝突した洗浄水は、凸部８７８の突出方向に倣い、略水
平方向に跳ね返る。従って、筒部８７０内に水膜を確実に形成することが可能となる。
【０２０６】
次に、排水ソケットと接続される便器の排水路の終端の形状を特殊な形状とすることによ
り、便器の排水路の中心と排水ソケット内の流路の中心とを偏心させる構成につき、第４
実施例を用いて説明する。図２７は、第４実施例のサイホンゼット式便器２１０の排水路
２３０が、排水ソケット２６０を介して排水立ち上げ管２９０に接続されたときの様子を
示す。図２７では、壁ＫＢとは反対側の方向（向かって右側の方向）が便器２１０の先端
方向を示している。
【０２０７】
第４実施例のサイホンゼット式便器２１０は、前述した第１実施例の便器１０とほぼ共通
の各部を備え、この便器には、タンク実容量が大洗浄の場合に４リットル、小洗浄の場合
に３リットルという値をとる洗浄タンク５１０が組み付けられる。この便器２１０や洗浄
タンク５１０の構成については、図２７において、図示を省略している。
【０２０８】
一方、第４実施例のサイホンゼット式便器２１０では、排水路２３０の下降路２３３の終
端の形状が、第１実施例の便器１０と異なる。即ち、図２７に示すように、便器２１０の
後端側における下降路２３３の終端には、洗浄水の通路に向けて略水平に突出した突出部
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２３３ａが設けられている。この突出部２３３ａにより、下降路２３３の終端における内
径は、終端以外の部分よりも狭くなっている。第４実施例では、下降路２３３の終端にお
ける内径を、汚物のスムーズな流通を考慮し、約５５ｍｍという値としている。
【０２０９】
下降路２３３の終端は、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管２９０と排水ソケット２６
０を介して接続されている。この排水ソケット２６０は、図２５に示した排水ソケット８
６０とほぼ共通の各部を備える。図２７では、この共通の各部につき、符号の下二桁を図
２５と同じ数字を用いて表わしている。
【０２１０】
図２７に示すように、排水ソケット２６０の入口部２７１の内径は、突出部２３３ａが設
けられた下降路２３３の終端よりも大径とされている。
【０２１１】
筒部２７０の内壁には、筒部２７０の内周壁の始端である入口部２７１から、筒部２７０
の中心に次第に近づくように下向きに延出する絞り部２７３が設けられている。この絞り
部２７３により、筒部２７０の横断面積は、入口部２７１から出口部２７７に至るまで、
筒部２７０の断面寸法よりも長い長さに亘って次第に減少される。即ち、筒部２７０内に
は、オリフィス絞りは形成されず、絞り部２７３によるチョーク絞りのみが形成される。
【０２１２】
一方、図２７に示すように、筒部２７０の便器の先端方向側の内壁には、絞り部２７３が
設けられず、入口部２７１から出口部２７７の近傍に設けられた突出部２７５に至るまで
略鉛直下向きに延出する非絞り部２７４が設けられている。この非絞り部２７４が、特許
請求の範囲にいう通過促進手段に相当する。
【０２１３】
このように構成された排水ソケット２６０および下降路２３３と排水立ち上げ管２９０と
の位置関係について説明する。図２７に示すように、排水ソケット２６０の筒部２７０の
出口部２７７における中心ｐ４は、ほぼ、排水立ち上げ管２９０の中心線Ｙ－Ｙ上に位置
している。一方、出口部２７７における中心ｐ４は、下降路２３３の終端における中心ｒ
４よりも便器２１０の後方寄りに位置する。このため、下降路２３３の終端における中心
線Ｒ－Ｒは、排水立ち上げ管２９０の中心線Ｙ－Ｙよりも距離ｌ４分だけ前方に位置して
いる。このように、突出部２３３ａが設けられた下降路２３３を便器支持部２６３に設置
することにより、下降路２３３の終端と筒部２７０の出口部２７７とが偏心されている。
【０２１４】
以上のように構成された排水ソケット２６０を便器２１０に接続して洗浄を行なうと、堰
２３４を越えて下降路２３３内を降下してきた洗浄水の一部は、排水ソケット２６０の入
口部２７１に進入する前に突出部２３３ａに衝突して跳ね返り、下降路２３３の終端付近
において乱流が生じる。この乱流により、下降路２３３の終端付近に水膜が形成され、こ
の水膜上に洗浄水が滞留する。この結果、入口部２７１において、洗浄水の略鉛直方向へ
の進行が妨げられる。
【０２１５】
滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰を越えた洗浄水の圧力により、絞り部２７３を
流れ落ちようとするが、絞り部２７３を通過する洗浄水には、チョーク絞り構造により小
さな抵抗が付与される。このため、絞り部２７３においても洗浄水の滞留作用が働き、上
記の突出部２３３ａに基づく偏心構造により形成された洗浄水の滞留状態が維持される。
この結果、洗浄水は、下降路２３３の終端から絞り部２７３の中間位置にかけての広い範
囲において滞留し、筒部２７０内の洗浄水の滞留状態が、より強いものとなる。
【０２１６】
一方、前述したように、筒部２７０の便器２１０の先端側の内周壁は、非絞り部２７４と
されている。このため、洗浄水とともに堰２３４を越えた汚物は、内径５５ｍｍの下降路
２３３の終端をスムーズに通過した後、入口部２７１から出口部２７７近傍の突出部２７
５に至るまでそのまま真っ直ぐに通過し、排水立ち上げ管２９０に進入する。
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【０２１７】
このように、便器２１０の下降路２３３の終端に突出部２３３ａを設けることにより、便
器２１０の排水路２３０と排水ソケット２６０内の流路とを偏心させる構成を採れば、筒
部２７０内における洗浄水の滞留を実現するために、排水ソケット２６０の形状を変更す
る必要がなく、排水ソケットについて部材の共通化を図ることができる。例えば、洗い落
とし式便器のようなサイホン作用を利用しない便器にも、同じ排水ソケット２６０を用い
ることが可能となる。
【０２１８】
なお、第４実施例では、突出部２３３ａを、下降路２３３と一体として形成するが、下降
路２３３とは別の部材を下降路２３３の終端に装着ないし挿入することとしてもよい。
【０２１９】
また、第４実施例のサイホンゼット式便器２１０では、突出部２３３ａを便器２１０の後
端側の下降路２３３終端に設けたが、便器２１０の後端側以外の下降路２３３終端に、突
出部２３３ａを設ける構成としても差し支えない。例えば、便器２１０の前端側の下降路
２３３終端や、前端側および後端側の双方の下降路２３３終端に設ける構成としてもよい
。
【０２２０】
第４実施例のサイホンゼット式便器２１０では、下降路２３３の内径を、始端から終端部
分の突出部２３３ａの手前に至るまで略同径とするが、突出部２３３ａに至る前の下降路
２３３に、大きな内径の拡径部を設ける構成とすることも可能である。この構成を採った
下降路２３３Ａの形状を図２８に示す。
【０２２１】
図２８に示すように、便器２１０の後端側における下降路２３３Ａの終端の手前には、流
路の断面積を幅広とする拡径部２３３ｂが形成されている。また、下降路２３３Ａの終端
には、洗浄水の通路に向けて略水平に突出した突出部２３３ｃが設けられている。この突
出部２３３ｃは、図２８に示すように、下降路２３３Ａに排水ソケット２６０を接続した
状態において、筒部２７０の内壁よりも出口部２７７の中心ｐ４方向に突出している。
【０２２２】
このような下降路２３３Ａを備えた便器に排水ソケット２６を接続して洗浄を行なうと、
突出部２３３ｃに衝突して跳ね返った洗浄水が拡径部２３３ｂに進入し、拡径部２３３ｂ
内で乱流が生じる。この乱流により、下降路２３３Ａの終端付近における洗浄水の略鉛直
方向への進行が妨げられる。従って、堰２３４を越えた後の洗浄水の流路において、より
強い滞留状態を創り出すことが可能となる。また、洗浄水の略鉛直方向への進行は、排水
ソケットよりも上方の、より堰２３４に近い拡径部２３３ｂ付近において妨げられる。従
って、接続路２３１の入口から屈曲部２３５までの排水路２３０を、より早期に満水状態
とすることができる。
【０２２３】
なお、図２８に示す例では、下降路２３３Ａ終端の一部の周壁を大径とすることにより拡
径部２３３ｂを設けているが、下降路２３３Ａ終端の全周に亘って拡径部２３３ｂを設け
る構成としても差し支えない。
【０２２４】
次に、第５実施例について説明する。前述した第１実施例では、排水ソケット６０の流路
である筒部７０内にオリフィス絞りおよびチョーク絞りという二重の絞り構造を設けた。
第５実施例のサイホンゼット式便器６１０は、上記のような二重の絞り構造を備えた排水
ソケットを、便器の排水路の中心と排水ソケットの流路の中心とが偏心された状態で接続
することを特徴とする。図２９は、第５実施例の便器の排水路６３０が、排水ソケット６
６０を介して排水立ち上げ管６９０に接続されたときの様子を示す。図２９では、壁ＫＢ
とは反対側の方向（向かって右側の方向）が便器の先端方向を示している。
【０２２５】
第５実施例のサイホンゼット式便器６１０は、前述した第１実施例の便器１０とほぼ共通
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の各部を備え、この便器には、タンク実容量が大洗浄の場合に３．８リットル、小洗浄の
場合に２．８リットルという値をとる洗浄タンク９１０が組み付けられる。これらの便器
や洗浄タンクの構成については、図２９において、図示を省略している。
【０２２６】
図２９に示すように、第５実施例のサイホンゼット式便器では、排水ソケット６６０と接
続される下降路６３３の終端が、排水ソケット６６０の入口部６７１よりも大径に形成さ
れている。この下降路６３３の終端は、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管６９０と排
水ソケット６６０を介して接続されている。
【０２２７】
排水ソケット６６０は、第１実施例において既述した排水ソケット６０とほぼ共通の各部
を備える。図２９では、このような排水ソケット６０と共通の各部につき、符号の下二桁
を図１１と同じ数字を用いて表わしている。
【０２２８】
例えば、排水ソケット６６０の筒部６７０の内壁は、図２９に示すように、入口部６７１
から筒部６７０の中心に向けて斜め下向きに延出した斜面形状の第一絞り部６７２、第一
絞り部６７２と連続し、第一絞り部６７２の終端から筒部６７０の中心に次第に近づくよ
うに下向きに延出する第二絞り部６７３を備える。この第一絞り部６７２，第二絞り部６
７３が、それぞれオリフィス絞り，チョーク絞りを形成している。
【０２２９】
また、第一絞り部６７２は、筒部６７０の内周壁の一部の範囲に設けられており、便器の
先端方向側（図２９では、向かって右側）の内周壁には設けられていない。この第一絞り
部６７２が設けられない部分は、入口部６７１から出口部６７７の近傍の突出部６７５に
至るまで略鉛直下向きに延出した非絞り部６７４とされている。この非絞り部６７４が、
特許請求の範囲にいう通過促進手段に相当する。
【０２３０】
一方、図２９に示すように、排水ソケット６６０では、便器の先端方向側（図２９では、
向かって右側）の便器支持部６６３が、便器の後端方向側の便器支持部６６３よりも幅広
に形成されている。このような便器支持部６６３において下降路６３３の終端を接続した
場合には、図２９に示すように、下降路６３３の便器の先端方向側の終端は、入口部６７
１から所定の距離だけ離間して設置される。このため、便器支持部６６３の一部は下降路
６３３の流路内に突出する。この流路内に突出した部分を、以下、突出部６６３ａと呼ぶ
。
【０２３１】
このように構成された排水ソケット６６０および下降路６３３と排水立ち上げ管６９０と
の位置関係について説明する。図２９に示すように、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ
管６９０と便器の下降路６３３とが排水ソケット６６０を介して接続された状態において
、排水ソケット６６０の筒部６７０の出口部６７７における中心ｐ５は、ほぼ、排水立ち
上げ管６９０の中心線Ｙ－Ｙ上に位置している。
【０２３２】
一方、出口部６７７における中心ｐ５は、下降路６３３の終端における中心ｒ５よりも便
器の後方寄りに位置する。このため、下降路６３３の終端における中心線Ｒ－Ｒは、排水
立ち上げ管６９０の中心線Ｙ－Ｙよりも距離ｌ５分だけ前方に位置している。このように
、下降路６３３の終端を、突出部６６３ａが設けられた便器支持部６６３に設置すること
により、下降路６３３の終端と筒部６７０の出口部６７７とが偏心されている。
【０２３３】
以上のように構成された排水ソケット６６０を便器に接続して洗浄を行なった際に、ボー
ル部６２０からの洗浄水や汚物が下降路６３３や排水ソケット６６０内を流れる様子につ
いて説明する。堰６３４を越えて下降路６３３を流れ落ちた洗浄水の一部は、筒部６７０
内に進入する前に突出部６６３ａに衝突して跳ね返り、偏心された方向（中心線Ｙ－Ｙの
方向）に向かう。これにより、入口部６７１付近に水膜が形成され、この水膜上に洗浄水
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が滞留する。この結果、入口部６７１において、洗浄水の略鉛直方向への進行が妨げられ
る。
【０２３４】
入口部６７１付近において滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰６３４を越えた洗浄
水の圧力により、第一絞り部６７２を流れ落ちようとするが、この第一絞り部６７２を通
過する洗浄水には、オリフィス絞り構造によって大きな抵抗が付与される。このため洗浄
水の圧力は、第一絞り部６７２を通過する際に急激に降下し、筒部６７０内において圧力
損失が生じる。この結果、筒部６７０内の第一絞り部６７２の近傍において洗浄水が一気
に滞留する。このため、筒部６７０内の滞留状態は、入口部６７１付近から第一絞り部６
７２に亘る範囲において形成される。
【０２３５】
このように滞留状態とされた洗浄水は、その自重や堰６３４を越えた洗浄水の圧力により
、第二絞り部６７３を流れ落ちようとするが、この第二絞り部６７３を通過する洗浄水に
は、チョーク絞り構造によって小さな抵抗が付与される。このため、洗浄水の圧力は更に
降下し、第二絞り部６７３においても洗浄水の滞留作用が働く。従って、下降路６３３の
終端と筒部６７０の出口部６７７との偏心構造および第一絞り部６７２のオリフィス絞り
構造により形成された洗浄水の滞留状態が維持される。この結果、洗浄水は、筒部６７０
内の入口部６７１付近から第二絞り部６７３にかけてのより広い範囲において滞留し、筒
部６７０内の洗浄水の滞留状態が、更に強いものとなる。
【０２３６】
このように、第５実施例では、偏心構造と第一絞り部６７２，第二絞り部６７３による二
重の絞り構造とが相俟って、第１実施例よりも更に強い滞留状態を創り出す。これにより
、筒部６７０内における洗浄水の排水立ち上げ管６９０方向への落下が強く抑制され、堰
６３４を越えて下降路６３３を流下してきた洗浄水は、滞留の始点である入口部６７１付
近よりも上流側により効率的に溜まっていく。この結果、排水路６３０の接続路６３１の
入口から屈曲部６３５までの範囲を、洗浄の開始から終了までのほとんどの間、満水状態
に維持することが可能となる。
【０２３７】
一方、前述したように、筒部６７０の便器の先端側の内周壁は、第一絞り部６７２が設け
られず、非絞り部６７４とされている。このため、洗浄水とともに堰６３４を越えて下降
路６３３を流れ落ちた汚物は、入口部６７１からスムーズに進入し、第一絞り部６７２の
斜面による案内によって筒部６７０の中心付近に密集することなく、出口部６７７近傍の
突出部６７５までスムーズに落下する。
【０２３８】
以上説明した第５実施例のサイホンゼット式便器６１０によれば、便器の排水路６３０と
排水立ち上げ管６９０とを、筒部６７０内に２つの絞り部が設けられた排水ソケット６６
０を介して、下降路６３３の終端と筒部６７０の出口部６７７とを偏心させつつ接続する
。従って、筒部６７０内において、第１実施例よりも強い洗浄水の滞留状態を創り出し、
筒部６７０内における洗浄水の落下を強く抑制することができる。
【０２３９】
この結果、密結される洗浄タンクのタンク実容量が非常に少ない場合（大洗浄の場合に３
．８リットル、小洗浄の場合に２．８リットル）であっても、接続路６３１の入口から屈
曲部６３５までの排水路６３０は、洗浄開始から終了までの間、切れ目なく満水状態に維
持される。従って、サイホン作用を長期間継続して発生させることが可能となる。
【０２４０】
以上、本発明が実施される形態を、第１実施例から第５実施例を用いて説明した。上記各
実施例のように、洗浄水を滞留させる構成をサイホンゼット式便器に採用することにより
、少量の洗浄水でのサイホン作用の発生を、ラフィン２００ｍｍの排水立ち上げ管との接
続を確保しつつ、実現することが可能となる。この結果、少量の洗浄水しか用いなくても
、汚物を確実に排水立ち上げ管に排出するとともに、排水立ち上げ管と連続する横引き管
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内での汚物の残存を防止することができる。
【０２４１】
併せて、上記各実施例では、排水ソケットの流路である筒部内の一部に非絞り部を形成す
る。従って、便器の下降路や排水ソケットの筒部を、洗浄水が滞留可能な形状とした場合
であっても、排水ソケットの筒部内における汚物のスムーズな通過が確保される。従って
、排水ソケットの流路内における汚物の閉塞を確実に防止することができる。
【０２４２】
なお、上記実施例では、サイホンゼット式便器を例として説明したが、本発明を他の種類
の便器に適用することも可能である。例えば、洗浄水をゼット孔から噴出することなくサ
イホン作用を引き起こすサイホン式便器にも適用することができる。
【０２４３】
例えば、サイホン式便器において、一回の洗浄水供給量を、大洗浄において６リットル、
小洗浄の場合において４．５リットルとし、この量の洗浄水でサイホン作用を生じさせる
よう構成すれば、従来のサイホン式便器よりも大きく節水を図ることが可能となる。
【０２４４】
なお、上述した実施例では、タンク実容量を大洗浄で４リットルまたは３．８リットル，
小洗浄で３リットルまたは２．８リットルという値とするが、この値を、大洗浄の場合に
３．８リットル以上６リットル以下，小洗浄の場合に２．８リットル以上４．５リットル
以下の値としてもよい。サイホン作用を利用する便器においては、タンク実容量が上記の
値の範囲であれば、ボール部の洗浄や汚物の排出に支障が生じないことが、後述する実験
により確認されている。タンク実容量が６リットル以下となることで、従来よりも洗浄水
の水量を少なくすることができ、従来のサイホン式の便器よりも節水を図ることが可能と
なる。
【０２４５】
タンク実容量を上記の数値範囲とした場合における洗浄性能の評価について説明する。当
該便器に関しては、便器の洗浄を行なった際における溜水ＲＷの置換率に基づいて洗浄性
能を評価する手法を採った。即ち、洗浄水を流したときに、便器に溜まった溜水ＲＷが完
全に置換された場合には、洗浄水を流す前に便器に溜まっていた溜水ＲＷの全てが、排水
路の堰３４を越えて排水立ち上げ管９０に排出されたことになり、洗浄能力が高いと評価
できる。また、便器に溜まった溜水ＲＷが置換されない場合には、洗浄水を流す前に便器
に溜まっていた溜水ＲＷが、排水路の堰３４を越えられずに上昇路３２を下降してボール
部２０内に戻ってきたことになり、洗浄能力が不十分と評価できる。
【０２４６】
洗浄能力が十分であると評価し得る溜水ＲＷの置換率は、様々な便器に基づく実験から、
９８．５パーセント以上であることが確認されている。つまり、「良好な洗浄性能を有す
る節水便器」を実現するためには、この便器に洗浄水を供給したときに、洗浄水を流す前
に溜まっていた溜水ＲＷのうちの９８．５パーセント以上が新たに供給された洗浄水に置
換されることが望ましい。
【０２４７】
そこで、どの程度の量の洗浄水を流したときに、９８．５パーセント以上の溜水ＲＷの置
換が生じるかを、上記のサイホンゼット式便器１０やこのサイホンゼット式便器１０から
ゼット噴出機構を除去したサイホン便器を用いてテストした。
【０２４８】
テストは、以下のような手法で行なった。まず、ボール部２０、接続路３１および上昇路
３２やゼット給水路４６に貯溜している溜水ＲＷに電解質を溶解し、溜水ＲＷの電気伝導
度ｍ１の値を求めておく。次に、この溜水ＲＷが溜まった便器に洗浄水を供給して、洗浄
水の供給後に便器に溜まっている溜水ＲＷの電気伝導度ｍ２の値を測定し、洗浄前の電気
伝導度ｍ１に対する洗浄後の電気伝導度ｍ２の割合（ｍ２／ｍ１以下、濃度比という）を
求める。この濃度比の値が小さいほど、溜水ＲＷの置換率が高いことを示している。
【０２４９】
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濃度比は、便器における洗浄水量ｎ１と溜水ＲＷの量ｎ２との比率（ｎ１／ｎ２。以下、
体積比という）に応じて求めた。ここで、洗浄水量とは、一回の便器洗浄の際に使用する
水の量、即ち、一回の洗浄動作において、堰３４を越えて排水立ち上げ管９０に排出され
る水の量をいう。
【０２５０】
この体積比の値が大きいほど、溜水ＲＷに対して洗浄水量が大きいことを示している。例
えば、洗浄水量が７リットルとした場合において、溜水ＲＷの量を１．４リットルとすれ
ば体積比は５という大きな値となり、溜水ＲＷの量を３．５リットルとすれば、体積比は
２という小さな値となる。
【０２５１】
なお、本テストにおいては、タンク実容量ｄ１と溜水ＲＷの量ｎ２の比率を求め、この比
率を洗浄水量ｎ１と溜水ＲＷの量ｎ２との比率に換算して、体積比を算出した。即ち、洗
浄水量ｎ１には、タンク実容量ｄ１以外に補給水量ｈ１が含まれ、この補給水量ｈ１は、
元水圧等の給水条件によって異なるものである。従って、客観的かつ適正な結果を得るた
めには、給水条件が洗浄能力に及ぼす影響を排除することが必要となる。そこで、テスト
対象となる便所装置においては、洗浄タンク３１０内にタンク実容量ｄ１分の貯溜水を溜
めるとともに、洗浄タンク３１０内への外部給水源からの給水を遮断した。一方、便器１
０には、通常の溜水量ｎ２の水（堰３４の高さである通常水位線ＷＬの高さまでの水）を
溜めてテストを行なった。
【０２５２】
以上のテストの結果を図３０に示す。図３０は、濃度比と体積比との関係を示すグラフで
ある。このグラフでは、縦軸に濃度比を表わしている。この濃度比が０．０１５という値
を採るときに、溜水ＲＷの置換率が９８．５パーセントとなる。図２３に示すように、濃
度比が０．０１５以下、即ち置換率が９８．５パーセント以上となるためには、体積比、
即ち洗浄水量ｎ１／溜水量ｎ２が４．２以上の値を採ることが必要となる。この結果、溜
水ＲＷの量を０．７１～１．６リットルとすれば、洗浄水量ｎ１を３～７リットルという
値とした場合において、良好な洗浄能力が確保されることがわかった。
【０２５３】
以上、本発明が実施される形態につき、実施例を用いて説明した。本発明はこうした実施
例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々なる様
態で実施し得ることは勿論である。
【０２５４】
例えば、上記の実施例において、オリフィス絞りやチョーク絞りの程度や、便器の下降路
の終端の中心と排水ソケットの出口部の中心とを偏心させる程度は、洗浄水の流路の形状
等に応じて、任意に定めることができる。
【０２５５】
また、便器の下降路の終端の中心に対して排水ソケットの出口部の中心を偏心させる方向
は、便器の前後方向のみならず、左右方向等、いずれの方向であってもよい。
【０２５６】
上記実施例に示した便器の下降路の形状や排水ソケットの形状を、サイホン作用を利用せ
ず、洗浄水の水勢により汚物や溜水を押し流す洗い落とし式便器に適用しても差し支えな
い。特に、洗い落とし便器の排水路が上から下に屈曲された形状を採る場合には、便器洗
浄の際に排水路が満水に近い状態となり、サイホン作用と類似の現象を生じるケースがあ
る。このような場合には、排水路が満水とされたことに基づく引き込み力と洗浄水の水勢
とが相俟って、従来よりも洗浄能力を高めることができる。
【０２５７】
上記実施例では、洗浄タンクとして、便器と密接して連結されるロータンク型タンクを用
いたが、ロータンク型タンク以外のタンク、例えば、便器と洗浄管を介して接続されてト
イレの壁等に設置される隅付き型や平付き型のタンクを用いてもよい。この場合に、洗浄
タンクを高い位置に設置してハイタンクとすることも可能である。
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【０２５８】
また、上記実施例では、１回の洗浄動作により、洗浄タンク内の貯溜水と補給水を、洗浄
水として便器に供給する構成としたが、洗浄タンク内に補給水分の水を貯溜し、洗浄水の
全てを洗浄タンクから供給する構成としてもよい。
【０２５９】
便器への給水装置として、洗浄タンク以外の他の給水装置を用いても差し支えない。例え
ば、水道管と直結可能なフラッシュバルブを洗浄水給水孔４０に接続する構成などを考え
ることができる。
【０２６０】
また、上記実施例では、ハンドル３３０の操作に基づいて小便用排水弁３４４や大便用排
水弁３４５の開閉を行なう構成としたが、赤外線センサ等のセンサを設け、このセンサの
検知状態により、小便用排水弁３４４や大便用排水弁３４５の開閉を行なう構成としても
差し支えない。
【０２６１】
上記実施例では、溜水面の大きさを、幅１８５ｍｍ×奥行き２２５ｍｍという値としたが
、この値を、日本工業規格に定められたサイホン式便器の溜水面の面積の基準値である幅
１４０ｍｍ以上×奥行き１８０ｍｍ以上の値とすれば、ボール部２０への汚物の付着やボ
ール部２０からの臭気の発散を、サイホン式便器と同等程度に防止することが可能となる
。
【０２６２】
また、上記実施例では、本発明をサイホンゼット式便器やサイホン便器に適用した場合を
例として説明したが、本発明を、上記の便器と他の装置や部材との組み合わせとして把握
することもできる。例えば、局部洗浄や暖房等の諸機能を実現する機能便座と組み合わせ
た衛生洗浄装置、収納用キャビネットや手洗装置と組み合わせたトイレキット装置、トイ
レ室内の構造体としての壁材，床材および天井材等を組み合わせたシステムトイレ装置等
が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例であるサイホンゼット式の便器１０の縦断面を示す説明図で
ある。
【図２】便器１０の上面を示す説明図である。
【図３】洗浄タンク３１０の構成を示す説明図である。
【図４】便器１０の接続路３１、上昇路３２、下降路３３の横断面形状を示す説明図であ
る。
【図５】接続路３１、上昇路３２および下降路３３を、各部で切断した状態を示す説明図
である。
【図６】排水ソケット６０の上面を示す説明図である。
【図７】排水ソケット６０の底面を示す説明図である。
【図８】図６における排水ソケット６０のＧ－Ｇ断面を示す説明図である。
【図９】図６における排水ソケット６０のＨ－Ｈ断面を示す説明図である。
【図１０】排水ソケット６０の筒部７０内に、非絞り部７４および突出部７５が設けられ
る様子を示す斜視図である。
【図１１】排水ソケット６０が、便器１０の排水路３０および排水立ち上げ管９０に接続
されたときの様子を示す説明図である。
【図１２】洗浄水が第一絞り部７２を通過したときの筒部７０内の様子を示す説明図であ
る。
【図１３】第二絞り部７３を洗浄水が流れ落ちるときの筒部７０内の様子を示す説明図で
ある。
【図１４】排水ソケット６０の筒部７０内を汚物が流れる様子を示す説明図である。
【図１５】排水ソケット７６０の上面を示す説明図である。
【図１６】排水ソケット７６０が、便器１０の排水路３０および排水立ち上げ管９０に接
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続されたときの様子を、Ｇ－Ｇ断面位置において示す説明図である。
【図１７】排水ソケット７６０が、便器１０の排水路３０および排水立ち上げ管９０に接
続されたときの様子を、Ｈ－Ｈ断面位置において示す説明図である。
【図１８】排水ソケット７６０の筒部７７０内に、非絞り部７７４および突出部７７５が
設けられる様子を示す斜視図である。
【図１９】本発明の第２実施例であるサイホンゼット式の便器１１０の縦断面を示す説明
図である。
【図２０】便器１１０の下降路１３３および排水立ち上げ管１９０と排水ソケット７６０
との接続位置における断面の様子を示す説明図である。
【図２１】凹所１７８が形成された斜面１７５ａおよび絞り部１７３の様子を斜視図にて
示す説明図である。
【図２２】洗浄水が進入した直後の筒部１７０内の様子を示す説明図である。
【図２３】絞り部１７３を洗浄水が流れ落ちるときの筒部１７０内の様子を示す説明図で
ある。
【図２４】排水ソケット１６０の筒部１７０内を汚物が流れる様子を示す説明図である。
【図２５】第３実施例の便器１１０Ａの排水路１３０Ａが、排水ソケット８６０を介して
排水立ち上げ管１９０Ａに接続されたときの様子を示す説明図である。
【図２６】排水ソケット８６０の変形例を示す説明図である。
【図２７】第４実施例の便器２１０の排水路２３０が、排水ソケット２６０を介して排水
立ち上げ管２９０に接続されたときの様子を示す説明図である。
【図２８】第４実施例の便器２１０の下降路２３３に拡径部２３３ｂを設けた構成例を示
す説明図である。
【図２９】第５実施例の便器６１０の排水路６３０が、排水ソケット６６０を介して排水
立ち上げ管６９０に接続されたときの様子を示す説明図である。
【図３０】濃度比と体積比との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
１０…サイホンゼット式便器
２０…ボール部
２１…リム部
２２…ゼット噴出孔
２３…覆水面
２４…乾燥面
２５…排出口
２６…凹部
２８…タンク密結孔
３０…排水路
３１…接続路
３１ａ…始端
３１ｂ…終端
３２…上昇路
３２ａ…始端
３２ｂ…中間部
３２ｃ…終端
３３…下降路
３４…堰
３５…屈曲部
４０…洗浄水給水孔
４１…洗浄水給水路
４１ａ…滞留部
４２…分岐孔
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４３…リム給水路
４４…水出し孔
４４ａ…大孔
４４ｂ…中孔
４４ｃ…小孔
４４ｄ…長孔
４４ｅ…長孔
４５…ゼット給水孔
４６…ゼット給水路
６０…排水ソケット
６１…便器固定部
６１ａ…ナット
６２…ジョイント部
６３…便器支持部
６４…第一排水管接続部
６５…第二排水管接続部
６９…ソケット取付穴
７０…筒部
７１…入口部
７２…第一絞り部
７３…第二絞り部
７４…非絞り部
７５…突出部
７６ａ，７６ｂ…壁面
７７…出口部
８０…ゴムジョイント
９０…排水立ち上げ管
１１０…サイホンゼット式便器
１１０Ａ…サイホンゼット式便器
１２０…ボール部
１２２…ゼット噴出孔
１３０…排水路
１３０Ａ…排水路
１３１…接続路
１３３…下降路
１３３Ａ…下降路
１３４…堰
１３５…屈曲部
１４４…水出し孔
１６０…排水ソケット
１７０…筒部
１７１…入口部
１７３…絞り部
１７５ａ，１７５ｂ…斜面
１７７…出口部
１７８…凹所
１９０…排水立ち上げ管
１９０Ａ…排水立ち上げ管
２１０…サイホンゼット式便器
２３０…排水路
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２３１…接続路
２３３…下降路
２３３Ａ…下降路
２３３ａ…突出部
２３３ｂ…拡径部
２３３ｃ…突出部
２３４…堰
２３５…屈曲部
２６０…排水ソケット
２６３…便器支持部
２７０…筒部
２７１…入口部
２７３…絞り部
２７４…非絞り部
２７５…突出部
２７７…出口部
２９０…排水立ち上げ管
３１０…洗浄タンク
３１２…外装タンク
３１４…内装タンク
３１６…断熱材
３１７…蓋
３１８…手洗鉢
３１９…手洗用吐水管
３２０…ボールタップ
３２１…吐水管
３２２…浮子
３２３…補給水管
３２４…給水ホース
３２６…穴
３２７…連絡管
３２８…流入管
３３０…ハンドル
３３２…スピンドル
３３３…アーム
３３４…アーム
３３５ａ，３３５ｂ…鎖
３３６…スピンドルガイド
３３８…水没管
３４０…オーバーフロー管
３４２…密結用ボルト
３４４…小便用排水弁
３４５…大便用排水弁
３４６…排水管
３４６ａ…下方突出部
３４８…スペーサー
３５０…アーム
３５９…穴
３６６…排水管接続用穴
３６７…ボルト取付用穴
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４１０…洗浄タンク
５１０…洗浄タンク
６１０…サイホンゼット式便器
６２０…ボール部
６３０…排水路
６３１…接続路
６３３…下降路
６３４…堰
６３５…屈曲部
６６０…排水ソケット
６６３…便器支持部
６６３ａ…突出部
６７０…筒部
６７１…入口部
６７２…第一絞り部
６７３…第二絞り部
６７４…非絞り部
６７５…突出部
６７７…出口部
６９０…排水立ち上げ管
７６０…排水ソケット
７７０…筒部
７７１…入口部
７７２…段部
７７３…第二絞り部
７７４…非絞り部
７７５…突出部
７７７…出口部
８６０…排水ソケット
８６３ａ…突出部
８６３…便器支持部
８６８…斜面
８７０…筒部
８７１…入口部
８７３…絞り部
８７４…非絞り部
８７５…突出部
８７７…出口部
８７８…凸部
９１０…洗浄タンク
ＲＷ…溜水
ＷＬ…通常水位線
ＹＫ…床
ＫＢ…壁
ＯＢ…汚物
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